
平成２１年２月定例会農政商工観光委員会会議録（H21当初分②） 

- 1 - 

農政商工観光委員会会議録 

日時 平成２１年３月６日（金） 開会時間   午前１０時０４分 

  閉会時間 午後 ５時４３分 

場所 第２委員会室 

委員出席者 委員長 木村富貴子 

副委員長  望月 勝 

委 員 中村 正則  森屋 宏   保延 実   渡辺 英機 

 竹越 久高  丹澤 和平  小越 智子  内田 健 

委員欠席者 森屋 宏 

説明のため出席した者 

 

公営企業管理者 今村 修   企業局長 佐々木正彦  企業局技監 山田 清 

企業局総務課長 名取 幸三  電気課長 西山 学 

 

商工労働部長 廣瀬 正文  産業立地室長 中楯 幸雄 

商工労働部理事 秋山 貴司  商工労働部次長 新津 修 

商工労働部次長 高橋 哲朗  産業立地室次長 曽根 哲哉 

労働委員会事務局長 有泉 晴廣  労働委員会事務局次長 成島 秀栄 

商工総務課長 飯沼 義治  商業振興金融課長 岩波 輝明 

工業振興課長 清水 幹人  労政雇用課長 塩谷 雅秀 

職業能力開発課長 佐野 芳彦  産業立地推進課長 中込 雅 

 

議題 （付託案件） 

第１３号 山梨県職業能力開発促進法関係手数料条例中改正の件 

第１８号 山梨県工業技術センター諸収入条例中改正の件 

（調査依頼案件） 

第２５号  平成２１年度山梨県一般会計予算第１条第２項歳出中農政商工観光委員会関

係のもの及び第３条債務負担行為中農政商工観光委員会関係のもの 

第２９号 平成２１年度山梨県中小企業近代化資金特別会計予算 

第３４号 平成２１年度山梨県商工業振興資金特別会計予算 

第３８号 平成２１年度山梨県営電気事業会計予算 

第３９号 平成２１年度山梨県営温泉事業会計予算 

第４０号 平成２１年度山梨県営地域振興事業会計予算 

       

審査の結果  付託案件については、いずれも３月９日に審査することとし、調査依頼案件

については、いずれも原案のとおり賛成すべきものと決定した。 

 

審査の概要  ３月５日に引き続き、午前１０時１３分から午前１１時５０分まで企業局関

係、休憩をはさみ午後１時３２分から午後５時４３分まで（その間、午後３時

１１分から３３分まで及び４時５０分から５時３分まで休憩をはさんだ）商工

労働部・労働委員会関係の審査を行った。 

商工労働部・労働委員会関係の一部及び観光部関係については、引き続き９
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日に審査を行うこととした。 
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主な質疑等 企業局関係 

 

※第３８号  平成２１年度山梨県営電気事業会計予算 

質疑 

 

（メガソーラー発電所建設費について） 

内田委員  それでは、今まで新聞紙上等で何回も出てきているんですけれども、米倉山の

メガソーラーといいますか、発電について、幾つか聞きたい点があるんです。ま

ず、我々のところに入ってきた情報というのは、公営企業管理者の最大の功績だ

というようなことが入ってきました。最初に私が連絡をもらって新聞を見たとき

に、我々の中には、米倉山が塩漬けで十数年きているということですから、当然、

活用をどうするのかは非常に大きな問題で、なかなか解決策が見つからないとい

うことでありましたから、まずは純粋に、活用することができてよかったなとい

うことなんですね。 

  よくよく新聞を読んでみますと、東京電力という、いわゆる企業と共同の事業

をやるんだけれども、４４ヘクタールの土地については、知事が言うのには、１

７年間ぐらい、これはリニアの開通を見込んでというんだけれども、無償で提供

するということですね。それを聞いたときに、ちょっと待てよと。今まで我々が

あそこの活用ということで、私自身も個人的には幾つかの企業の経営者を連れて

あの場所に何回も行きましたけれども、そういうときに、貸してあげるにしても、

あるいは取得してもらうにしても、無償でなんていう話を全くしたことはないん

ですよね。当然、簿価と実勢価格というのがあるんですから。あそこに今までに

１５２億円ぐらいの県費を投入している。しかし、実勢価格は４０億円ぐらいで

はないかということですから、我々の頭の中にあるのは、もし企業が来てくれる

場合でもそのぐらいの金額で取得をしてもらうということで話をしてきたんだ

けども、無償提供だということを聞いたときに非常にびっくりしたんですね。 

  まずそのことについて、これは企業局とのやりとりですから、当然、米倉山を

直接に担当している企画部じゃないんだけれども、それにしても、県の職員とい

う意味では同じ、特に公営企業管理者は今までそういうもろもろのところを歩い

てきているわけですから、米倉山についての思いは非常に強いと思うんですね。

その点について、私は、これは電気課の課長じゃなくて、公営企業管理者に、そ

の辺からまずお聞きをしたい。 

 

今村公営企業管理者 

  米倉山の活用策につきましては、企画部のほうでこれまでもさまざまな面で検

討されてきたということでございます。こういう中で、知事が総合的な環境対策

を打ち出していくというような中で、企業局としてもできるだけこれに協力する

ことができないかというようなことで、私どもは考えてきたわけでございます。 

こういう中で、小水力発電につきましてはさまざまな支援策も考えております

し、また、モデル的な事業も今回、計上させていただいております。また、太陽

光発電につきましても、企業局としても何らかの形で対応できないかということ

で、さまざまな土地、県有地等も探してきたということでございます。企業局が

やるとすれば、なかなか収益が上げられない事業ということもございますので、

大規模といっても１,０００キロワット程度だろうという中で、米倉山を考えて

みますと、これまで塩漬けになってきたというような状況の中で、国の新エネル

ギー導入促進事業という国庫補助事業、ＮＥＤＯの事業があるわけでございます

けれども、これらを使えば、かなり大規模な、効率もよい発電所が建設できるん
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じゃないかと。この事業につきましては、事業者との共同事業ということが前提

になっておりましたので、東京電力と共同事業ということで進めようということ

で、東京電力と協議をしてきたわけでございます。今年の１月、東京電力側でも

経営会議がございまして、山梨県の米倉山にと、東京電力のほうでも経営会議の

中で決まったということで、先般発表させていただいたということでございます。 

  無償にする理由でございますけれども、基本的には企画部の話になるわけでご

ざいますけれども、本県の温暖化防止対策、温暖化条例に伴います事業の一環と

いうことで、計画の中に位置づけた事業になっております。県事業でもある。そ

れから、国の温暖化防止対策ということで、大きな、今後の新エネルギーの導入

の方針が出されております。こういう中で、地域新エネルギー導入事業という事

業にもマッチする事業であるということ、遊休地化している米倉山の有効活用が

図れるんだということ、それから、東京電力にとってみれば、２分の１の補助が

つきますけれども、国庫補助金を入れて、なおかつ売電をしても、これは赤字に

なる事業であると。国庫補助金が入るということはもともと収益が上がらないと

いうようなことで国庫補助制度ができているわけでございますけれども、そうい

う点で、いわゆる収益が見込めない事業である。それから、税収の見込みにつき

ましても、法人事業税、また地元甲府市には償却資産ということですから、固定

資産税が入るというようなことを考えました。それから、東京電力との話し合い

の中ですけれども、東京電力は、国から、太陽光とか風力とかという、いわゆる

新エネルギーを利用しなさいという、ＲＰＳ法という資源エネルギー導入促進の

法律が出ておりますけれども、それによって、売電といいますか、その量に応じ

て、各電力会社が全国的に、例えば東京電力ばかりではなくて、九州電力とか関

西電力とかありますけれども、そういう中でいろいろ対応していかなければなら

ないという状況であったわけであります。 

東京電力には自社の土地がたくさんございます。ほかの電力会社もほとんどが、

火力発電所の用地を使うとかということで対応してきたわけですけれども、私ど

もとの協議の中で、これについては、米倉山が、東京電力管内では比較的よく太

陽光の当たる率がよかったということ、一定の広さのものが確保できるというよ

うな状況もございまして、これらを総体的に考えていきますと、いわゆる公益性

が高いものだということで、県有財産の交換、譲与、交換貸付け等に関する条例

というものがございますけれども、これによりまして、無償貸し付け、いわゆる

使用貸借契約を今後結んでいくということにしたわけでございます。以上です。 

 

内田委員  今の説明の中で、国の政策として、ＲＰＳ法ですか、こういうことだと思うん

ですよね。電力９社、北海道電力からずっと九州までありますよね。さっきのだ

と、電力９社で１４万キロワットぐらいのものを、太陽光発電だけではないと思

うんだけども、とにかく太陽光発電で供給するような体制をつくれという、これ

は多分、国の政策だと思うんですね。そうすると、東京電力は当然規模が大きい

から、割り当てをしていくと、パーセントでいっても、多分２つとか３つぐらい

になると思うんですよ。中部電力とか、ほかの電力会社に比べて規模が大きいで

すから。そういう中で、多分、出てきた話だと、私は思うんです。 

  それとは別に、企業局の中では、新しいエネルギーに注目して、その中の一つ

に太陽光というものがあるわけですね。だから、さっきの国の政策というのはち

ょっとこちらに置いておいて、企業局の中で、山梨県で太陽光発電をしようとい

うものが、今までの中で、多分、あったと思うんですよ。山梨県は、日照時間日

本一の土地があるわけですよね。明野が日本一だと言われていますよね。我々の

感覚でいうと、太陽光発電はとにかく日照時間が長いのが一番効率的だと。そう

ですよね。そうすると、県民のサイドにとってみても、いや、ちょっと待ってよ、
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山梨県で太陽光発電をするのだったら、やっぱり日照時間が日本一のところがベ

ストだと思うのは当たり前でしょう。企業局の中ではそういうものがないんです

か。要するに、考え方の違いで、国の政策があって、東京電力が幾つかやりなさ

いというのがあって、それにのっかっていくのではなくて、太陽光発電そのもの

を考えたときに、私は、山梨県の企業局の考えがちゃんとあっていいと思うんで

すよ。そういうものはもともとあったんですか。 

 

今村公営企業管理者 

  おっしゃるとおりでございまして、この話が出る以前にも、昨年以来、県下１

２カ所ぐらいについて、当然、北杜市とか、太陽光の適地がないかというような

ことで検討してまいりました。送電線の位置がどうとか、いろいろな要件がある

わけでありますけれども、それらをさまざま検討してきたというところでござい

ます。 

ただ、企業局でやれる体力がございまして、これは先ほども、この事業につい

ては、売電をしたとしても、国庫補助金が入ったとしても、収益がなかなか見込

めない、厳しい事業であるということもございますので、企業局とすれば、大体

１,０００キロワット前後が適当な量ではないかと考えておりました。 

  しかしながら、やはり国補事業とかそういうものを有効活用すれば、かなり広

い面積のものが使えるということでございまして、そういう点で、これまで検討

してきた米倉山も、当然、候補にするわけでございます。企業局だけでやります

と、実は１,０００キロワットというと１ヘクタールぐらいの面積なんですね。

米倉山の４０ヘクタールの中の１ヘクタールをやるよりも、国の事業を導入し、

また東京電力と共同事業というような形の中で進めれば広く使えるというよう

なこともございまして、共同事業ということにしたわけでございます。以上です。 

 

内田委員  私が聞いたこととちょっとずれているんだけれども。要するに、ここへきて…

…。米倉山の歴史というのはもっとずっと長いわけですよ。いろいろ紆余曲折を

経てここまできているんだけれども、企業誘致の話だとか、いろいろな話もあっ

たんです。だけど、まとまらないでここまできた。 

  そういう中で、私は、多分、例えば去年とかそういうレベルで、企業局は、米

倉山に着目したんじゃないかと。それは東京電力からそういう話があって、メガ

ソーラーをやらなければならないという話があって、米倉山が出てきたんだと、

私は思います。だから、私が言っているのは、企業局の中に太陽光発電に取り組

むという気持ちがほんとうにあったならば、米倉山なんてものは、まず出てこな

いですよ。さっき、１２カ所と言ったけれども、そんなのは去年ぐらいなんでし

ょう。 

 

西山電気課長  実は企業局でも、小水力と太陽光は山梨県の自然環境に非常に合っているとい

うことで、一昨年から進めていたんですけれども、昨年の７月、東京電力に、１,

０００キロワットぐらいのメガソーラーをやらないかということで、私たちのほ

うで持ちかけました。 

そのときは、地点とすれば、県の未利用地を活用していこうということで、県

内のいろいろな、あいているところを、私たち独自で歩かせていただきまして、

調査をして、先ほど申しましたように１２地点ございました。 

  広いものは、米倉山の４４ヘクタールの中の２０ヘクタール使える部分と、小

さなものは１ヘクタールぐらいのものということでやっていたんですけれども、

その中では、やはり、最終的に、電気を起こしますと、どうしても電気を自分の

ところで使うわけにいかないので送電線がないとだめだということと、南向きの



平成２１年２月定例会農政商工観光委員会会議録（H21当初分②） 

- 6 - 

斜面じゃなければいけないこと、さらには維持管理も、２時間も３時間も離れた

山の中というわけにはいかないので、そういうことでどんどん落としていきます

と、実は３地点ぐらいが残りました。その中の一つが米倉山で、実はあと２つぐ

らいあったんです。決して最初に米倉山ありきじゃなくて、そういう中で落とし

ていって、最終的に、当初の１,０００キロワットから進めていく中で、より大

きなものということで１万キロワットの話が出ましたので面積の制約が出たわ

けなんですけれども、その中で米倉山に絞られていったということでございます。 

 

内田委員  さっきから私が言っているのは、去年の７月と言われたでしょう。だから、取

り組みなんていうのはついこの間なんですよ。だから、企業局の中で太陽光発電

を考えていたなんていうことはないんですよ。あれば、もっともっと早い時期に

米倉山を活用しようという話が出てくるじゃないですか。だけど、それがなかっ

たんですよ。たまたま東京電力の話があって、この話が浮上してきたんですよ。 

それともう一つは、北杜市でＮＥＤＯの委託事業をやっていますよね。１,０

００キロワットのあれが出たからなんですよ。それが出てきたから、初めて着目

したんですよ。 

  ところが、太陽光発電は、一般の家庭ではとっくから取り入れているんですよ。

そうじゃないですか。今になって、ＰＲをしようとかそういうレベルじゃもうな

いんだよね。だって、太陽光のパネルを取り付けるなんて、一般の家庭で補助金

をもらって入れているのは、もう１０年以上前ですよ。これが普及しないのはい

ろいろな理由があると思う。耐用年数が短いとか、いろいろなことを言われてい

ましたよね。耐用年数はその年数がたってみないと実証できないから、それはし

ようがないんだけれども。 

  だから、ここへ来て浮上した話なんですよ。今、去年の７月からと言ったんだ

から、まさにそうなんですよね。長い年月をかけて取り組んできたわけじゃない

でしょう？ 

 

西山電気課長  企業局は、実は、平成５年に、清里丘の公園に、当時、日本で一番大きいとい

う９５キロワットの太陽光をつくりました。それから１５年間ずっと、実証試験

をしてまいりまして、太陽光について、当初は何年もつのかちょっとわからない

とか、どのぐらい維持費にかかるかわからないというのがあったんですけれども、

１５年間、ほとんど故障もなく、そして、利用率が、一般には、１１％から１２％

と言われたんですが、実は１４％を超える成果が出ております。そういうことで、

１５年を踏まえまして、私たちは、太陽光は事業化できるんじゃないかと考えま

して、ずっとその間、研究を続けてきたんです。そういうことで、ちょうど昨年

あたりから、日本中の動きも太陽光という話になったんですけれども、その時期

と合って、いわゆるメガソーラーをやっていこうということで考えております。 

  先ほどから、東京電力が米倉山というお話がありましたけれども、決してそう

ではなくて、当初、私たちは１,０００キロワットの発電、身の丈に合った１,

０００キロワットぐらいということで、実は１,０００キロワットでも８億円か

ら１０億円ぐらいの金額がかかります。国の補助金が２分の１出るんですが、上

限がありまして３億円しか出ませんので、事業費が８億円かかりますと、５億円

が持ち出しになると。 

  いろいろやって、東電さんと売り買いの話を、当時したんですけれども、どう

しても、やはり耐用年数の１７年間で、２億から３億円ぐらいうちの持ち出しに

なってしまうということで、弱ったなということで、そうしているうちに、９月

ごろに、１４万キロワットつくろうという話が国から出てまいりまして、東電さ

んも、そのときから、これは義務づけをされたのでやらなければならないなとい
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うことで、初めて共同事業ということも考え始めたと思うんです。 

  私たちが米倉山を最初にやろうという意味じゃなくて、最初は、まず１,００

０キロワットのものからやろうと。高く買ってくれないかといったら、買ってく

れない。やはり１０円だという話があったんです。それで、いろいろ検討してい

ったんですけれども、それならば１,０００キロワットと言わずに、国でもそう

言っているということもあれば、共同でやりましょうと。それで、うちのほうも

それに合った土地も探していく中で、やはり１万キロワットとなりますと、さっ

きの１ヘクタールと違いまして、その１０倍必要になりますので、最終的に１２

カ所、１２カ所のうちでそのオーダーは、正直言えば３カ所ぐらいしかなかった

んですけれども、その中で絞り込まれていったといういきさつでございます。 

 

内田委員  この議論をしても、多分、私が考えていることとずれがあるから平行線をたど

ると思うので。 

  そこで、理由として、温暖化の防止だとかそういうことに寄与したいというこ

とだと思うんですよね。山梨県がそういうものに寄与したいということだろうと

思う。そうすると、私は、本来、この１万キロワットだとかいうレベルの事業は、

国がやるべき事業かなと思っているんですよ。そこへ山梨県が、それは私のとこ

ろでやりましょう、この小さな県でやりましょうと。さっき、温暖化防止という

話が出たから、天野知事の時代には環境首都というものを掲げて、山本（前知事）

さんのときには、環境日本一とかというのを掲げましたよね。そういう中で来た

流れの中では、国がやる事業を肩がわりしてやるというのもあるのかな、なんて

思うんだけども。 

  私は、環境科学研究所のことをすぐ思い出すんだけども、国がやるべきことを

山梨が背負って、それだけのものを使って、県民にどういうものが返ってくるの

かということを考えたときに、１５２億円ものお金を投入して、今現在、新年度

の予算でも、たしか８４億円ぐらいは一時貸付を受けるわけでしょう。そういう

中で、できるだけ利息のかからないようにということをやっているわけでしょう。

そういう財産を無償で貸し付けをするということは、私にはどうしても納得がい

かないんだよね。 

  県民にとってのメリットって一体何なのかということを考えたときに、やっぱ

りここは理解ができないところなんですよ。そこのところを、いや、こうなんだ、

県民にはこれだけ返ってくるじゃないかというものがなければ、私は、説得力が

ないと思うんですよ。財産が有り余っている県がやるならともかく、これだけ逼

迫した山梨県がやるわけでしょう。そこで無償ということを出してくるというの

は、やっぱり、私は短絡的じゃないかと思うんですよ。やはりその辺の説明を県

民にきちっとすべきだと、私は思うんですよ。私が聞いた限りでは、どこへ行っ

て話をしても、米倉山というものを知っていますからね。１５２億円だという話

をすると、それを無償で１７年間も提供することはないなと、みんな言いますよ。

言わないのは、県の職員だけかもしれない。やっぱり、その辺に、理解のずれが

あるんですよ。 

  そこで、さっきから、東京電力が、起こした電力、例えば我々が売電をします

よね、そういうものが安いと。ところが、この間、たしか新聞にも出てきました

よね。経産省が、太陽光発電で起こした電力は倍ぐらいで東京電力が買い取るん

だと。当初はたしか５０円ぐらいの金額が出ていましたよ。それを東京電力が自

分のところで背負うかというと、そうじゃないんですよね。太陽光発電をしてい

ない人たちには、月々、電力料金に１００円ぐらい乗せるということでしょう。

そうすると、東京電力になんかリスクはないじゃないですか。そうじゃないです

か。そうしたら、余計に、無償提供する必要なんか絶対ないと、私は思うんだけ
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れども、そういう説明はできますか。 

 

西山電気課長  まず最初の、国がやる事業で、県が取り組むべき事業ではないのではないかと

いうご質問なんですけれども、実は今回の補助事業というのは……。 

 

内田委員  この小さい県がやる事業じゃないということを言っている。 

 

西山電気課長  そうですか。要するに、国は、電力会社と地方公共団体が連携してやる事業で

初めて認めるというものなので、事業者だけ、あるいは県だけではこの補助金は

おりない、連携しなければおりないという事業でございます。 

小さな県と申しますが、山梨県の生かせる一番特徴のあるものは、正直言いま

して、地形からいっても、水と太陽光だろうと思いますので、そういうことから

いけば、私たちは真剣に太陽光とか水力には取り組んでいかなくてはいけないん

じゃないかと。かつ、企業局は、１億円の繰り出しで環境施策に貢献する意味で

も、三、四年前からそういう格好で、早川の奥地で発電しました電気の利益の一

部を県民の皆様にも還元する形をとってきております。ですから、その面からも、

やはり、企業局は環境施策の一翼を担うべきだと考えております。 

  それと、先日新聞等で発表されました固定価格、余剰電力の買い取り制度です

けれども、これは現在、太陽光と申しましても、家庭用あるいは学校の屋上につ

けた業務用の余剰電力の買い取りだけにつけているものでございます。というの

は結局、今はまだ一般家庭に、３キロワットあるいは４キロワットぐらいの太陽

光をつけますと３００万円近い金がかかりまして、県の補助は別にして、国から、

今、キロワット当たり７万円が出ます。そういうことからいって、全部計算して

も、やはりまだコスト的には４０円から４６円、通常４６円と言われているんで

すけれども、１キロワットアワーを発生するのに４６円かかります。 

  今、東京電力、あるいは一般の電力会社は、余剰電力を、実は２４円で買い取

っております。そうしますと、実は、一般家庭は、その差額の分だけ持ち出しに

なってしまいます。ですから、３００万円投資をしても、補助をもらっても、１

００万円近く足が出てしまうと。これですと、なかなか家庭用の太陽光が普及で

きないので、それを、正直言いますと、電力会社を国がたたきまして、おまえた

ち買い取れと。積極的に普及できるようにするんだということで、逆に電力会社

に、倍で買い取りなさい、２４円を５０円で買い取りなさいと。そうすると、先

ほど言いました、１００万円ぐらい足の出たものが何とか採算がとれるようにな

るということで普及をねらったものでございます。 

電力会社は、さすがに、全部を自分の会社では吸収できませんので、それであ

れば、国策であれば、その部分については、当然、太陽光をつけていない我々一

般の人たちも同じように、平等に、その分を負担してください、もしそういう制

度ができるのであれば買い取りますといったところが現状でございまして、事業

用のメガソーラー発電に関して、これが適用になるということはございません。 

 

内田委員  そうすると、東京電力が自分のところで設備をして、自分のところで発電をす

る。これは「買電」じゃないですよね。東京電力が自分のところで使うんだから。

その東京電力が発電した、平均だと３,０００何百戸分ぐらいですか。それを実

際に売電するときは、別個ということなの？ この間の新聞記事だと、一般の家

庭や企業なんかが発電した電力は、東京電力が買い取りますよね。５０円ぐらい

で買い取って、そのかわり、それは月々１００円ぐらい一般の家庭に上乗せをし

ていくんだということで、それで１５年間ぐらいでペイできるような形だという

ことがたしか書いてあったような気がするんだけども、あの米倉山でやる発電は
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別なの？ 北杜市でやっているのも、それは適用されないということ？ 

 

西山電気課長  事業用につきましては対象外でございます。これは、あくまでも家庭用の太陽

光、あるいは業務用の、学校施設や公共施設の屋上での太陽光を普及促進しよう

ということで国が考えた施策でございまして、その、倍の買い取りというのは、

家庭用、業務用の余剰電力についてだけだと。それだけでも、結局、一般家庭の

電気料金を１００円程度値上げしないと回収できないものになるわけです。 

  米倉山のような格好の事業用につきましては、当然、水力とかそういうのが１

０円とか、火力が例えば１２円とか、原子力が７円とか、発電コストがかかるわ

けでございますけれども、実質的には、電気は全部まざって供給されますので、

そういう面からすると、水力でもうけている部分で、逆に言いますと、太陽光の

分で若干なりとも足が出ても国策なので進めていって、その部分をまさか一般家

庭に転嫁できませんので、今の時点では電力会社がその部分を吸収するという格

好をとっています。 

  ですから、それは、今回、１４万キロワットをつくることによりまして、太陽

光パネルが、一般家庭の３キロワット程度ですと、ちょうど２０平米ぐらいしか

ないんですけれども、やはり事業用になりますと、その数百倍、数千倍というこ

とになりますので、太陽光全体のパネルが下がるんだろうと。２０年ぐらいの計

画ですので、２０２０年、２０３０年、その時点になればパネルが安くなってい

くと。そうすると、事業者もあるいは一般家庭も太陽光に飛びつきやすくなるだ

ろうということで、ここは一回やっていきましょうという、制度のはしりでござ

います。ですから、先ほど申しましたように、米倉山でやる部分に関しましては、

現時点では採算はとれないと考えております。 

 

内田委員  これは多分、この間の新聞だと、経産省が決めたというふうに出ていましたか

らね。そういうものは我々にはちょっとわからない部分なんだけれども。 

これは２月２３日だったかな。これ、県議会の日に答弁のときに出てきたんだ

と思うんだけども、法人事業税収入と東京電力からのＣＯ２の削減に伴う利益収

入というのが、たしか答弁の中で出てきたと思うんだけれども、これを金額では

じき出したときに、最終的に、県というか、県民にはね返ってくる金額は、トー

タルで、年間幾らなんですか。 

 

西山電気課長  法人事業税につきましては、あまり表に出せない時代になっておりますので正

確なことは言えないんですけれども、私たちが試算いたしますと、事業費が、１

万キロワットでおそらく６０億円から７０億円ぐらいかかると思いますので、東

京電力さんの全体の収入とかそういうものを勘案いたしますと、法人事業税は、

少なくとも５,０００万円は超えて増額になると考えております。 

  環境分につきましては、いわゆる自然エネルギー、太陽光とか風力もそうなん

ですけれども、そういった、環境にやさしい、ＣＯ２を出さない、ＣＯ２の削減

効果のある電気につきましては、通常の電気の価値に付加された、環境価値付加

分というんですけれども、それがありまして、それが通常、今、キロワットアワ

ー当たり５円と言われております。 

  これは、将来的には若干なり動くかもしれませんけれども、キロワット当たり

５円ということになりますと、年間の発電電力量が１,２００万キロワットぐら

いなので、その環境価値分は、単純に計算しますと全体で６,０００万円ぐらい

になるんですけれども、それは、当然、そっくりうちに入るのではなくて、うち

のほうの負担した部分とか、いろいろな部分を勘案しますと、その３分の１以下

ぐらいだと考えております。 
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内田委員  そうしますと、先ほどから私が言っている、１５２億円ぐらいを投入してきて

いるわけですよね。そういうことからすると、県民というか、山梨県というか、

そういうものにはね返ってくる金額は非常に少ないわけですよね。それを無償で

提供するということには、やっぱり一般の県民から見ると、すごい抵抗感もある

し、我々議員サイドからみても、やっぱりこれは納得できないなという部分があ

るんですよ。それを、いや、そうじゃないよと説得していくのは、私は非常に難

しい部分だと思うんですよ。 

  これは多分、契約を終えているというんだけれども、基本的な契約は、多分、

東京電力との間でしていると思うんですよね。だけど、この内容について、例え

ば無償であるかどうかという部分については、私は、今から東京電力との間で、

内容についての話し合いをやるべきだと思いますよ。そうしないと、これだけお

金をかけた県有財産はないんですよね。そうですよね。十数年こういう状態でき

てというものを、簡単に１７年も向こうまで東京電力に提供していくというのは、

やっぱり一般の県民から見ると、非常な抵抗だと思いますよ。その辺を職員とし

て考えるんじゃなくて、一般の一県民として考えたときに、やっぱりそういう考

え方を絶対すべきだと、私は思うんだけど、それについてどうですか。 

 

西山電気課長  実は、東電も、私たちと並行して川崎に計画をしておりました。川崎に計画し

た中の２万キロワットのうち１万３,０００キロワットというオーダーのものは、

実は、東京電力の自分の社用地を使っております。たまたまその横に、全く隣接

して川崎市の埋立地がありましたので、その部分を合わせて使えば一番安いだろ

うというか、コスト的にはかからないということで、事業を始めております。 

  それ以外にも、九州電力、今やろうとしている東北電力とか、そういうところ

すべてが、やはり社用地を基準に考えております。というのは、やはり火力発電

とかそういうものは、ＣＯ２の問題で、だんだん古くなったものから廃止してい

きますので、そこには当然、用地が余っております。ですから、そこに送電線も

来ておりますし、逆に言えば、用地もあるということで、そこにつくることが一

番いいわけなんです。 

  今回、私たちが考えていったのは、先ほど言いましたように、いわゆる山梨県

の自然特性を生かした太陽光を、ぜひ山梨県の中で起こしていって、県の施策の

中の実行計画の柱にもしなければなりませんし、私たちも今までそういう取り組

みを一生懸命やろうとしておりました。 

  そういう面からいきますと、やはりそこは電力会社の中と私たちの引っ張り合

いの競争だと感じております。ですから、そこが例えば非常に高価な、高い金額

とかであれば、当然、向こうは来ません。自分のところでやるのが有利なんだよ

と。ですから、まずは、言いましたように、競争相手は、当時、東京電力さんの

中の社内用地、社内と、同じ関ブロでは関ブロの、あいている用地を持っている

市町村あるいは県との引っ張り合いということもありましたので、私たちもこう

いう格好で進んでおりますけれども、そんなところでございます。 

 

今村公営企業管理者 

  今、電気課長のほうでご答弁申し上げましたけれども、米倉山は、このまま１

５０億円とか、それから４２億円で買い戻しをしているという状況で、例えば活

用策を考えていくについては、当然、これを頭の中に置きながらやっていかなけ

ればならないということは承知をいたしております。 

  こういう中で、これまで企画部の中でもさまざまな検討がされてきたというよ

うな中で、なかなかうまいものが出てこない、それから、４２億円を全部クリア
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するとか、１５０億円の債務を何とかしていくというようなことで、例えば民間

企業が買うようなケースはなかなか難しいだろうということで、知事のほうで昨

年、本会議で答弁していると思いますけれども、リニアとか中部横断道が今後通

ることによって有利な条件も出てきたということで、長く考えていきたいという

ような答弁をしているわけでございます。 

  そうはいっても、リニアが通るまでのちょうどあと１７年ぐらいですか、そう

いうこともありまして、今、放置していると、あそこは管理費だけがかかるとい

うような状況でございます。これを、やはり少しでも、環境対策にも使える、ま

た税収も、甲府市と県を合わせれば、１億円ぐらいは県に落ちるというようなこ

ともありますし、また、先ほど申し上げたように、環境施策の先進的な例にもな

ります。また、蓄電技術が一つの課題になっているわけでございますけれども、

そういうものの研究の場ともなるというようなこともございまして、こういう中

で有効活用を図っていくと。 

  あと十数年後にはリニアが通るわけでございますが、それまでの間、今は粗造

成の状態で、これを何らかの形で使うということになりますと、下水道とか水道

が通っていないわけでございますから、そういうものを整備するとなると、また

これ以上にお金がかかってしまう。太陽光発電は、パネルが軽いというようなこ

ともありまして、現状で使えるという状況もございます。ということで、今後、

本格的な稼働、活用がされるまでの間、使っていったらどうかという考え方で今

回の対応をさせていただいたということでございます。 

 

内田委員  今の答弁だと、電気課長の答弁もそうだし、公営企業管理者の答弁もそうなん

だけれども、そうすると、東京電力とそういう話をすることはないということな

んですよね。多分、これ以上私がここでやっても。予算特別委員会がまだありま

すから、今度は知事とやりとりができるんだけれども、やっぱり事業を進めてい

くというのは、我々みたいな議会サイドがあって、そのバックに県民がいるんで

すよね。そういうところまできちっと説明ができて、納得ができるような形でな

ければ、事業を遂行するということは間違っていると思うんですよ。 

  特に米倉山については、非常な思い入れみたいなものがあるわけですよ。職員

の中にだって、当然あると思うんですよ。渡りに船というんじゃないけれども、

そういう話があったから、ぽっとそれに乗ったと。そして、もっと言えば、米倉

山が今までずっと活用できないで困っていたものを、それにめくって、責任逃れ

をしているというような感じが、私にはしてならないんですよ。 

  これ、ちょっと１例だけ。中部横断道が有料方式か新直轄かという選択の時期

があったんですよね。平成１５年の１１月か１２月ぐらいだと思うんだけれども、

前の知事さんが、有料道路方式ではなくて、新直轄の方式にしようということで、

国のほうに、国幹審みたいなところに伝えたわけですよね。そのときに、我々は、

できるだけ早く開通するということがあるから、有料道路方式でなくてもいいか

なと思ったんですけれども、新直轄というのは、国のお金、税金を投入してやる

わけで、当然、県費も出すわけですよね。そうすると、有料道路じゃないんだか

ら、当然、無料になる。 

  そこはいいんだけども、新直轄の区間を一番南のほうに持っていきましたよね。

そうすると、県民のサイドから見ると、生活道路として使うのであれば、もっと

国中のほうへつくって、新直轄を決めてほしいと思うじゃないですか。それが県

民のサイドから見た考え方なんですよ。私は、これにはそういうものが足りない

なと思うんですよ。 

  だから、やっぱり行政だとか政治というのは、１つの分岐点みたいなところが

あって、そこが県民にとってメリットがあるかないかという決め手だと思うんで
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すよ。私は、今回のこれはそれを欠いていると思うんです。これ以上、私がここ

でやりやっても、多分平行線になるから、あとは私自身が予算特別委員会でやり

たいと思いますから、それで結構です。 

 

丹澤委員  この米倉山の１５２億円を投じた土地を無償で貸与するという選択肢がもし

もっと早い段階であったならば、もっと別な活用方法があったんじゃないかなと。

これを簿価の１５２億円で買えというから二の足を踏んでしまって、企業の進出

もなかった。それが突然、無償で貸与するということが出てきた。ついこの間ま

で有償でやって、どういう形でこれが無償で貸与ということに急遽なったのか。 

  ご存じだと思うけれども、もともと７０億円で買った土地を……、土地代７０

億円なんですよ。それが、むだな、売るあてもなく、３７億円もかけて工事をし

て、その利息がかさみかさんで４５億円、合わせて１５２億円という、県の今ま

での無策がこうなってしまった。その１５２億円をもし１７年間無償で企業に貸

すというような考えがあったならば、もっと別な展開があったはずなんですよ。

公営企業管理者は今までそのような立場にあって、どうでしょうかね。 

 

今村公営企業管理者 

  １５２億円、また４２億円で買い戻しをしたというような点については、これ

はそれぞれ思うところがいろいろあると思いますけれども、今回、突然、無償に

したというようなことではありません。企画部の話になってしまいますけれども、

例えば一民間企業が営利のために県有地を使うということになれば、これは当然、

有償ということになったと思います。米倉山の場合は、今、簿価が４５億円とし

ますと、貸付料が大体４％ですから、１億数千万円になるわけでございます。そ

ういう状況の中で、１億数千万円出して入るような企業はないだろうとは思いま

す。これまでいろいろな検討をしてきた中で、民で使うとすれば、そういう形で

お金が入ってきますし、例えば今までも動物園とか、いろいろな話があったわけ

でありますけれども、公的に使えば税収も入ってきませんし、何も入ってこない

わけです。 

  ですから、全体的な県としてのメリットといいますか、それは先ほど言いまし

たように、やはり県の地球温暖化条例に基づく温暖化促進計画の１つの事業であ

る。それから、国の、いわゆる新エネルギー導入、今後の温暖化対策のメーンに

していこうという事業を合わせた、それを共同してやっていこうという事業であ

るということがやはり一つ……。いわゆる県の事業でもあるわけですね。東京電

力がただ単に米倉山へ来て、県有地を無償で借りて、収益を上げるという事業じ

ゃないわけでありまして、県の事業でもあり、それから、この事業に対して国補

が３０億円出るわけですね。やはり国の税金もこれだけ投入するということで、

これについては国策の事業でもあるということでございますから、これらを考え

ますと、これは公益性が高いということで、条例に基づいて、無償にしたという

ことでございます。 

 

丹澤委員  県には、無償貸し付けも、価格を低減するためにはちゃんと議会にかけてやる

方法はあるけれども、たまたまこの場合には減額条例が適用になるから。その減

額条例に何が適用になるかというと、知事が認めればいいということ。知事自身

が、議会にも諮らずに１５２億円の土地を無償貸与できるという条例であって、

その理由は「知事が公益上その他特別な理由がある場合」と、知事に裁量権をゆ

だねているわけですよね。そこの説明が我々に全くなくて、それは公益上だ、国

策だと。本来ならば、これは無償貸与なんだから、議会にかけるべき案件なんだ。

それを、たまたま山梨県には無償貸付け条例というのがあるから、これに基づい
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て、議会が知事に委任をしていると。この条例にあるからいいんだというんじゃ

なくて、そこのところをちゃんと説明したほうがいいと思うけどもね。 

  要するに、国策だから、これは説明の必要はないということであれば、僕は…

…。東京電力だって、ＲＰＳ法でもって、ある一定のものをやらなきゃならない。

水力であれ、あるいは太陽光であれ、風力であれ、そういうのを義務づけられて

いる。東京電力にも、確かに価格面では不利かもしれませんけれども、国で割り

当てられるわけですよね。そういう点ではメリットがあるわけでしょう。 

  それについて、今、我々に入ってくるような法人事業税が、東京電力全体の中

で、甲府支店の投資した分が５,０００万円か６,０００万円ぐらいだという試算

だそうですけれども、それ以外に、山梨県の県民にとって、先ほど、東京電力は、

それは価格面ではないかもしれないけれども、そういうふうに自然エネルギーを

活用するという義務づけがされているわけですから、その部分の利益を山梨県に

分配する手立てあるいは交渉、そういうふうな考えはないですか。 

 

西山電気課長  先ほどの私の説明がちょっとまずかったと思います。申しわけございません。

先ほど言いました環境価値分というのが、今、丹澤委員のおっしゃっている、東

京電力がＲＰＳ法にのっとって、自分の義務づけで、全部の販売電力量の例えば

１.５％ぐらいが新エネルギーじゃなきゃいけないと、その数字で自分が使うわ

けです。ですから、その分の取引価格が、先ほど、キロワットアワー当たり５円

という話をさせていただきましたけれども、５円分の価値がありますので、その

分については当然、うちとの共同事業なんですね。共同事業のうちのウエートは

大体１０％近くを背負うわけなんですけれども、その分に関して、それを上回る

数字で、環境価値分についてはうちのほうにいただこうということで、さっき言

った数字を環境価値分という形で納入することで確認をしております。 

 

丹澤委員  先ほど言った、１万２,０００キロワットのうちの５円、６,０００万円の何分

の幾つかはということはまだ決まっていないんですか。それは幾らになるんです

か。 

 

西山電気課長  今のところ、その３分の１、実質的には出資的には１０分の１しか出資しない

んですけれども、それしかうちのウエートはないんですけれども、まず３分の１

をいただくことで確認をしております。ということは２,０００万円ということ

になります。 

 

丹澤委員  その根拠は何なんですか。 

 

西山電気課長  先ほど言いましたように、取引価格が５円ということもあるんですけれども、

実質的に国の補助金が６０億円のうちの３０億円が入ってきます。そうしますと、

補助金を抜きますと、残りの金額３０億円を、うちが３億円ぐらいの負担になり

まして、残り２７億円が東京電力さんの持ち分になりますので、９対１、いわゆ

る１割分がうちの、本来的には負担というんでしょうか、負担であり、自分の権

利があるものというふうに解釈するわけなんです。 

  そうしますと、正直言いまして、今言いました６,０００万円の１割だと６０

０万円ということで非常に小さいので、交渉の中でもう少しよこせという中で、

一応、２,０００万円までいいじゃないかということで、今のところ確認し合っ

ている、そういう段階で、これはまた正式にはこの秋なり冬なりに結びます基本

協定の中では、そこら辺を明確にしていくことにしております。 
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丹澤委員  ここに出ているのは、造成費１,５００万円ですね。これ以外にまだあるわけ

ですか。 

 

西山電気課長  ２１年度当初予算上は１,５００万円という形で計上させていただいておりま

す。ただ、この工事につきましては、１期分が２１年度から２３年度まで、引き

続き２期分が２４から２５年度という形になりますので、今の米倉山の状態は、

ほとんど原型がそのままあるわけなんですけれども、ご承知のとおり、雑木が非

常に生えていますので、その都度、抜根なり、また土砂の動かしはしないんです

けれども一応の整地はしていくということで、その設置に合わせて順次造成をし

ていきます。そういう面からいきますと、１,５００万円というのは２１年度の

必要額でありまして、それ以降もかかります。 

  ちなみに、そういう面からいきますと、造成的には、今考えているのが、排水

路が非常に悪くなっており、進入していきますと、すぐ山のほうから水が道路を

ずっと流れている状態になっておりまして、そういった排水路とか土地造成等、

あるいは安全管理上のフェンスとかを全部やっていきますと、２１年度から２５

年、実質的には２４年なんですけれども、１億２,０００万円ぐらいの土地造成

がかかります。 

 

丹澤委員  わかりました。努力して２,０００万円ということですけれども、これは、こ

れ以上増えるということはないんですね。 

 

西山電気課長  実は、先日、先ほど内田議員からもあったり、環境のああいう分がありました

ので、即、東京電力に電話をしまして、もし万が一、今後、私たちが今回計画し

ているような大規模な太陽光に関して、もしそういうものまでが一般の消費者に

転嫁されるときが来れば、当然、今度は採算ラインに乗ってくるじゃないかと。

そのときにはきちんと要求するものは要求しますよという話はしておきました

が、まだ今のところ、先ほど言いましたように、太陽光につきましては、家庭用

の余剰電力のみということでありますので、今の時点ではまだそこまでしか交渉

はやっておりません。 

 

小越委員  今、全部で１億２,０００万円かかるというふうなお話がありました。それで

幾つか聞きたいんですけれども、このお話は東電からお話があったのか、それと

も、県のほうから東電にアプローチがあったか、どういう経過でこうなったのか。 

 

西山電気課長  アプローチは山梨県企業局でいたしました。 

 

小越委員  ここは企画部が担当なのであれだけど、土地開発公社を含めて、米倉活用策が

全庁的に考えられていたと思うんです。その中では、企業局のほうから東電にア

プローチをしたということでありますと、土地開発公社、米倉山をどうするかと

いう活用策の委員会なり、会議の中ではどのような話になっていたんですか。ほ

かにも案があったとか、他にも米倉山の活用策が出たとか、そういうのはないん

ですか。 

 

今村公営企業管理者 

  米倉山の活用策につきましては、これまでもさまざまな検討をし、本会議でも、

知事のほうで、民間または公的な活用というようなことで検討してきたけれども、

ないというような状況だと、本会議で答弁させていただいておりますけれども、

こういう中で、所管部局は企画部ということになりますけれども、当然、企画部
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のほうと関係部長が会って、メリットとかデメリットとか、さまざまなことを検

討する中でこれは進めてきたものでございます。 

 

小越委員  東電のほうにアプローチしたというのは、県のほうから、企業局ということな

んでしょうかね。県庁全体というよりも、企業局が主体になって、この話が進ん

でいったということでしょうか。 

 

今村公営企業管理者 

  県の事業なんですよね。当然そういうことでございますから、企業局は、たま

たま、東京電力とこれまでも売電の関係で、事業の関係で、水力発電所の電気を

買ってもらっているというような状況の中で、これまでもさまざまな交渉をして

きたという経緯がありますので、企業局がメーンになって話をさせていただいて

いるんですけれども、基本的には、やはり米倉山の活用策という面でいけば、こ

れは県全体の立場で進めるべきものだというような判断があったということで

ございます。 

 

小越委員  それと、先ほど、太陽光発電は環境のところを企業局が、というお話があった

んですけれども、太陽光をやるのは、リニアが来るまでのつなぎだと。といいま

すと、グリーンエネルギー政策をやるというわりには、つなぎでやると。リニア

が来るまでのつなぎだからと。そう思うと、この環境政策という位置づけがあま

りにも低いような気がするんですけど。 

 

今村公営企業管理者 

  これはやはり内田議員や丹澤議員もおっしゃっているように、やはり、１５２

億円、また４２億円という負債があるわけでございまして、最終的な活用策、ど

ういうものが出るかまだわかりませんけれども、そういうものが出るまでの間、

今、ほとんど手をつけないで今の土地がそのまま使えるということが中心でござ

います。これは先ほども申し上げましたけれども、水道も下水道も通っていない

わけです。だから、そういう中で、今の状態のまま使うとすれば、これがベター

ではないかということで考えたわけでございます。 

あと、リニアなり何なりが出たときには、有利な条件というようなことが出て

くるだろうということで、時間をかけて検討をしていきたいというのが、たしか

本会議での答弁だったと思いますけれども、それまでの間、とにかく何らかの形

で使っていくことがいいんじゃないかということでやっているわけです。 

  今後、すばらしい事業があそこで出て、例えば１５０億円が解消できるような

事業があれば、太陽光パネルというのは、いわゆる基礎がそんなにかからない。

重量物じゃありませんから、基本的には置いておくということですから、移転等

もこれはかなり容易にできるということですから、それまでの間のつなぎという

暫定的な使用というような表現をさせていただいています。１７年というのは確

かに長いですけれども、そういう意味で、今の状態のままでできるだけ活用して

いこうということで、暫定的な使い方ということでございます。 

今後、環境の面で新たなすばらしい技術が出てきて、それを使うということも

あり得るかもしれませんけれども、一応、太陽光発電ということで、法定耐用年

数が１７年ということでございますので、それを一定の期間とさせてもらってい

るということでございます。 

 

小越委員  あともう１点。無償貸与というのは、県の企業局のほうから、無償だから来て

くれというふうなアプローチだったんですか。有償だと、東電は来ないんでしょ



平成２１年２月定例会農政商工観光委員会会議録（H21当初分②） 

- 16 - 

うか。 

 

西山電気課長  無償という話は、私たちが東京電力と共同事業を山梨県でやる、引っ張り込ん

でくるというときに、先ほど言いましたように、自社用地であれば、用地費はか

からない、あるいは、既に送電線とかいろいろな設備があれば、余計な施設費は

かからないということもありまして、やはりそういう面からいきますと、向こう

は、そういったものが極力ないことを望んでおりました。ですから、うちとすれ

ば、引き続き、川崎にあと１万キロワット、２万キロワットをつくられて、すべ

て事業税あるいは固定資産税等が神奈川県に入るよりは、山梨県に入っていただ

くほうがいいだろうということで、そういう判断をさせていただいた中で、同じ

条件を出さざるを得ないというふうに……、条件というんでしょうか、飲まざる

を得ないというべきなんでしょうか、というふうに解釈しております。 

 

小越委員  私が思うには、今回１,５００万円ですけれども、全体で１億２,０００万円ぐ

らい、いろいろなことが発生しますと、もっとかかるかもしれませんよね。それ

で、今回は東電に対してこちらからアプローチしたと。東電に、とにかくここに

来てもらうためには何でもやってあげますよ的な、造成もするし、ただでいいと

いうことになりますと、今度、企業が来たときに、何で東電は無料だったのにお

れたちは払うのかというふうになると思うんですよね。 

  と同時に、環境の問題というんですけれども、たまたまそうなったのか、東電

がいたから、そこに環境というのは、とってつけたような話でして、それで、無

償というのは、やっぱり県民にとってみれば納得がいかないと、私は思うんです。

甲府市の中では、市議会の中をどうする？ という話が何回もありました。それ

から、甲府市の塩漬けになったところの駐車料金はいただきました。 

  １５０億円投入したのを、公的というけれども、東京電力は大きい会社です。

無償で１７年間。リニアが来るというのも、見込みかもしれませんけれども、そ

れはまだ１００％ではありませんし、リニアが来てどうかなるかといったら、全

然わからない話ですよね。そこをもって、無償で今後もずっと貸与して、東電の

ためにお金をこれだけ費やすようなことは、やっぱり県民にとってみれば納得が

いかないと思うんです。私はこの件に関して、反対したいと思います。 

 

丹澤委員  聞き漏らしたんだけれども、総事業費は、今回の、東電とＮＥＤＯからもらっ

た補助金とを合わせて幾ら？ 

 

西山電気課長  まだ正確には出ておりませんけれども、おそらく６０億円から７０億円の間だ

というふうに。 

 

丹澤委員  そうすると、国から補助金をもらうのは幾らですか。３０億円？ 

 

西山電気課長  今までは実は３０億円という上限がございましたけれども、今は２分の１まで

いけるので、もし７０億円になれば３５億円、６０億円で終われば３０億円とい

うふうな。 

 

丹澤委員  そうすると、これは、県がかむから補助金をもらえるんでしょう？ 東電単独

じゃもらえないんでしょう？ それは９対１でしか、さっきの環境分をうちがも

らえないというのは、国の補助金だって、県がいるからもらえるんだから、その

分だって主張したほうがいいんじゃないの？ 
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西山電気課長  先ほど言いましたように、補助金を除いて、６０億円から除いた３０億円でカ

ウントさせていただいて、３０億円の中の２７億円が東電さんで、３億円が山梨

県というような言い方をさせていただいたつもりです。それで９対１と。 

 

丹澤委員  県がいるから、県が入るからもらえる補助金なんでしょう？ 県が入らなけれ

ば、東電は、自前で全部、６０億円やらなければならないわけだ。県がいるから

もらえるのだから、県のその分だって、補助金だって、本来なら県がもらって出

すんでしょう？ 直接行くんですか。 

 

西山電気課長  今回の補助金の制度は、新地域促進エネルギー補助金というのは、その中に社

会システム枠というのがございまして、いわゆる電力会社単独ではなくて、電力

会社と地方公共団体が計画した、環境施策にのっとった事業にだけ対してつけま

すよという事業でございます。それが２分の１になります。ですから、条件的に

は、県がまず自分たちで環境施策の中に位置づけをしていかなくてはいけないと。

そして、それを電力会社と県が共同で事業をやるから、国のほうも３０億円、半

分を出しましょうという補助金でございます。ですから、３０億円いただいたか

ら東電さんがもうかったとかそういう話ではなくて、まず国が１４万キロワット

をつくっていくのには、国がまず出していって、そして、電力会社と地方公共団

体の協力を要請しているというものでございます。 

 

丹澤委員  いや、僕が言っているのは、事業費が６０億円だとしたら、半分の３０億円は

国の補助金をくれる。それは山梨県がいたからもらえるんでしょう。山梨県が事

業に参画したからもらえるんでしょう。山梨県のおかげで東電は３０億円もらっ

たわけだ。だとしたら、山梨県はその３０億円分の権利があるじゃないかと言っ

ているんですよ。 

 

西山電気課長  ほかに別枠がございまして、こういった地方公共団体とやらずに、電力会社み

ずからが新エネルギー等に取り組む場合には、実は３分の１出るという補助金が

ございます。確かに先生がおっしゃるとおり、県と組むことが望ましい、それだ

け利益が出るわけなんですけれども、逆に今回のケースというのは、地方公共団

体がいわゆる国策の一部を担ってやっていく事業ですよという位置づけに立っ

ております。要するに、事業は、電力会社が県と一緒にやる共同事業で共同申請

であると。 

  ちょっと先生の質問には合っていないかもしれませんけれども、この事業をや

るから東京電力がもうかるという意味ではなくて、また最初に戻ってしまいます

けれども、これだけの国の補助金があっても、太陽光というのはまだ採算ライン

の、実は２分の１ぐらいしか戻ってきていないと。補助金をもらってみても、ま

だ現段階では採算のとれる事業ではないと。 

  先ほど、１７年後の話がちょっと出ましたけれども、１７年後になりますと、

場合によれば、どんどん啓発が進んでいきまして、パネルが下がっていけば、同

じ事業を１万キロワットやってみても、今度は４０億円とかそういうオーダーで

できるようになるかもしれません。そうした場合には、当然、今度は売電料金等

が転嫁されていなくても、事業の採算ラインに乗ってくれば、これまた状況が違

いますので、これは例えばの話ですみませんけれども、例えばリニアの計画がそ

こになくて、同じように米倉山に何の話もなかった場合には、先の話、２０年後

の話で申しわけないですけれども、引き続き、また協議を、そのときはそのとき

の条件で、今度は借地料をとるのか、あるいは、さっき言っていた、環境分の電

気料でとるのか、それは多分、そのときの、２０年後の交渉になると思いますけ
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れども、当然ほかの需要があればそちらのほうに行きますし、現実的には少なく

ともまだ採算ラインに乗っているものではないということです。 

 

丹澤委員  要するに、お互いに案分をしようというときに、今、負担比率で案分しようと

しているわけですよね。持ち分で、拠出した、双方出した金額で案分しましょう

というふうなことだったんでしょう？ 

 

西山電気課長  最終的に決めるのはこれからなんですけれども、案分とか、あるいは発生電力

量とか、いろいろなやり方があると思います。これは今後、東京電力と詰めてい

くんですが、私たちが思うのに、補助金は別のカウントにさせていただきますの

で、補助金を抜いて、自分の分で、３０億円の中で３億円と２７億円であれば、

本来的には１割ですけれども、それでは、やはりおっしゃるとおり少ないので、

その３倍程度をいただこうかということで、２,０００万円ぐらいを、というこ

とで交渉して、電力会社でもその辺については、正直言いまして、いいでしょう

ということで、今、話がついております。 

 

丹澤委員  それはご苦労さんです。大変だと思うけれども、交渉してもらうんだけども。

だから、何も９対１だなんていうのではなくて、山梨県がいたから、東京電力は

３分の１が２分の１になったわけだから、全体でもって、６分の１増えたわけで

すよね。その分も山梨県が出したと、本来なら考えるべきじゃないかと。だとし

たら、もっと出しているんだという気持ちで交渉してもいいじゃないかというこ

となんですよ。 

 

西山電気課長  気持ちは十分わかりました。一生懸命頑張りますけれども、そういうことです。 

 

討論       なし 

 

採決      起立採決により、原案のとおり賛成すべきものと決定した。 

 

 

※第３９号  平成２１年度山梨県営温泉事業会計予算 

 

質疑      なし 

 

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり賛成すべきものと決定した。 

 

 

※第４０号  平成２１年度山梨県営地域振興事業会計予算 

 

質疑 

 

（丘の公園の指定管理者について） 

内田委員  清里丘の公園株式会社、指定管理者ですね。当初、指定管理者に指定するとき

にもそういう心配があって議論をしたことがあるんですけれども、その当時、山

梨交通、セラヴィリゾート、そしてウイン、その３つが親会社といいますか、そ

ういう会社が参入して指定管理者になったんですけれども、その後、セラヴィが
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倒産をしましたよね。そして、ついこの間、ウインがやはり倒産をしたという中

で、その前に、国際興業が非常に悪い時代があって、我々も心配して、国際興業

がもし倒産した場合、山交はどうなるんだという話もしたことがあるんですけれ

ども、そういう中で、我々にしてみると、新しい年度に向かって、経営といいま

すか、指定管理者の母体が２つひっくり返ったんだから、非常にそういう心配が

あるんだけれども、それについてはどうですか。 

 

名取総務課長  委員ご指摘のとおり、ご心配の点はあると思うんですけれども、指定当時の出

資者は３社と、おっしゃるとおりでございまして、翌年に経営基盤の強化のため

に増資をしまして４社という体制になっております。セラヴィリゾート株式会社

とＫＳＳ、ウインは株式会社ＫＳＳになりましたが、丘の公園の出資者ですけれ

ども、ここ一、二年は経営には全くかかわっていないというようなことで、債権

債務関係もほとんどございませんので、丘の公園の事業運営には影響はないとい

うふうに聞いてございます。指定時には、出資の３社のそれぞれの経営ノウハウ

を生かした事業プランを総合的に審査いたしておりましたけれども、この指定管

理者は、４年余り、管理運営に関するノウハウを既に蓄積しているということで

支障はないと考えております。 

  セラヴィリゾートにつきましては、会社更生法の更生手続が順調に進んでいる、

現実に業務は順調に進んでいるということで、債務を圧縮して、自主再建を目指

しているというようなこともありますので、今後につきましては、指定管理者に

ついては、我々と連携を密にして、健全な経営をしていただけるようにお願いし

ていくとともに、企業局としても、経営状況等については注視して、注意深く見

守っていきたいと考えております。 

 

内田委員  指定をした当初も、当時は３社なんだけれども、どうしてそこを指定したかと

いうのは、やっぱりそれぞれの会社が持っている、例えば山交だったら、輸送能

力だとかありますよね。セラヴィだったら、リゾート系の、あれはたしか名古屋

のほうに本社がある会社だと思います。あるいは、ウインも、今、ＫＳＳですか、

スポーツというか、ジム経営のノウハウを採用したわけでしょう。 

  そうすると、今の答弁だと、何年か経過する中でノウハウは完全に習得したか

ら問題はないというふうに聞こえるんだけれども、指定をした当初、もし途中で

脱落したらどうするんだなんていう議論をかなりしたんですよね。そういう中で、

今、結果的に、経営に全く問題がないという状況ならばいいんですけれども、こ

の先の見通しみたいなものを考えても、全く問題がないということですか。だっ

て、選んだときは、ノウハウみたいなものを重視したわけでしょう？ 指定管理

者というのはそうですよね。提案をしてきて、それに得点をつけて採用していく

わけでしょう。 

  今の、例えば美術館の場合、ついこの間、サントリーと桔梗屋、それからもう

１社が合体したところになりましたよね。あれだって、やっぱりそれぞれの会社

が持っているノウハウみたいなものを採用したわけでしょう。そうすると、今の

答弁だと、そういうものはあったけれども、もう今は全然関係ないんだというふ

うに聞こえるんだけど、そういうことですか。 

 

名取総務課長  当時、選定した理由はおっしゃるとおりですけれども、清里丘の公園は、地域

の中核施設と位置づけて、自然と健康をテーマとした滞在型リゾートを目指す、

八ヶ岳南ろくの地域の振興に資するという大きな目的の中で、今言った、リゾー

トとレストランの会社とか、スポーツと健康の会社、交通運営の会社の３つが合

わさった、そういった提案があって、それはいいでしょうというふうに、適当と
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認めて会社選定をしていった経過があります。 

  経営をやっていく中で、私がさっき申し上げたとおり、当然、それは出資をし

てでき上がった会社が運営していく中でノウハウを蓄積したり、ほかのそういっ

た会社との関係もできてくるし、そういった部分でいけば、指定管理者は納入金

も順調に納めていますし、経営状態はなかなか厳しい部分がないとは言えません

けれども、経費の削減に取り組んでいるとか、ゴルフ場のほうも、昨年以来、風

評改善に取り組んで、おおむね適正な運営を行っているというようなこともあり

ます。指定管理者からはそうした影響はありませんというようなことも聞いてお

りますので、そういったお答えをしたわけでございます。 

 

内田委員  指定管理者だって、年数が来ればまた仕切り直しをするわけですから、そのと

きには、多分、新たに名乗りを上げてくる会社の場合も、それぞれ自分のところ

のノウハウみたいなものを売るわけですよね、提案をしてくるわけだから。また

そのときにしっかりとした選定をしていただきたいなと思います。 

とにかく現実に、２社が会社更生法だとか倒産だとかという憂き目に遭ってい

るわけですから、やっぱり企業局としてもそういうことを念頭に入れて、これか

らの運営をしっかりしていっていただきたい。そういうことを要望しまして、終

わります。 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり賛成すべきものと決定した。 

 

 

※所管事項  

質疑 

（小水力発電について） 

望月委員  小水力発電について伺います。昨年、県のほうでも小水力発電の支援室という

ものを設置して今日まできたわけですけれども、現在までの小水力の設置状況、

申し込み状況、県の指導状況というところを教えてもらえますか。 

 

西山電気課長  小水力の取り組みにつきましては、昨年の１１月１１日に、企業局内に小水力

発電開発支援室を設置いたしました。４カ月ほど経過したわけでございますけれ

ども、その間に２２件の相談がございました。内訳は、市町村が４件ぐらい、Ｎ

ＰＯが３件、あとは一般あるいは事業者等でございます。 

  具体的にどんな支援をしているかということでございますけれども、相談にお

見えになった方で、自分で地点等を持っていない方がいらっしゃった場合は、私

たちがつくりました、開発可能地点を１００カ所ほどピックアップしました、こ

ういった「山梨小水力発電開発推進マップ」、  （資料を見せる） 

これはまだ印刷はしていないんですけれども、これをもとに、お住まいはどこで

しょうかという話から聞きまして、私たちが探した限りでは、近くにいいところ

がございますというようなことを言ったり、もしやるとすれば、どの程度のもの

ができるとか、あるいは、許認可の申請、また、仕上がった後、管理はどうすれ

ばいいかというようなことについては、こうしたほうがいいんじゃないですかと

いうような、そういった支援を、助言というんでしょうか、させていただいてい

ます。 

  ただ一方、市町村のようにもう独自にある程度の煮詰まった企画を持って相談
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に来られたときには、現地に行きまして、実際に川に水があるかどうか……、机

上ではあるように見えても、実際に行ってみると水がないということがあるわけ

なんです。そういったことがありますので、私たちは、測水、水の量をはかる機

械を持っておりますので、職員が同行しまして、月に一、二回になるんですけれ

ども、そういったことではかりまして、これから１年間ぐらいやらなければ、全

体の量は出てこないんですけれども、そういった測水等のお手伝い、あるいは、

現地を歩いて、地形的にほんとうにできるんだろうかというような、そういった

相談をさせていただいております。 

  取り組みというのは、私たちは、小水力発電につきましては、こういった地点

を挙げさせていただきまして、市町村あるいはＮＰＯとか、あるいは民間の方々

に１つでも多くのものをつくっていただいて、先ほどの太陽光と同じように、Ｃ

Ｏ２の抑制効果につながればと考えておりまして、一生懸命ご支援をしようとし

ています。 

  なかなかどうつくっていいのかわからないこともありますので、モデルとしま

して、予算案にもありましたが、塩川の浄水場の水道施設を利用すればこんなふ

うになりますよと。規模はちょっと小さくて、８０キロちょっとなんですけれど

も、そういったものとか、県土整備部が富士河口湖町のほうにつくりました若彦

トンネルに、実はトンネルを掘削したところ、非常に湧水がありまして、それが

河口湖側に出ているということで、それを川に落としているのはちょっともった

いないので、その間に水車発電機を入れれば、発電ができるんじゃないかという

ことで、それも８０キロワットぐらいなんですけれども、それをつくればいいん

じゃないかとか、そういったものだとか、あとは、深城ダムに今、発電所がなく

て、河川維持流量で結構な流量がずっと放水されているんですけれども、そうい

った余剰水を使えば、発電所ができますので、それはおそらく３００キロワット

ぐらいのものになると思うんですけれども、そういったものをつくっていこうと

か、あとは、土砂を防ぐ、県の砂防堰堤とか国の砂防堰堤が結構あるんですけれ

ども、そういったものに発電所をうまく使えば、発電ができますので、そういっ

た４つぐらいの発電所について、２１年、２２年、２３年ぐらいの３カ年でモデ

ルとして建設をしたいと考えております。 

 

望月委員  今の年間の総河川流量、そういうものに対しての水力発電については、それは

非常に重要だと思いますけれども、それと同時に、今、農業用水へ小水力発電を

利用したいという地域や環境が出てくると思うんですけれども、市町村ばっかり

じゃなくて、そこらへの県としての対応はどうですか。 

 

西山電気課長  私たちも、農業用水で結構流量があるところを見ておりまして、そういうとこ

ろの有効活用ができないかというふうに考えてはいるんですが、実は農業用水は

国交省の許可水利が農業用水という形で、発電になりますと、例えば慣行水利し

かないところは、新たに許可水利に切りかえをしないと、水力発電としての開発

ができない状況にあります。 

  ですから、そうなりますと、決して水が減ることはないと思うんですけれども、

今使われている水の量が万が一減っては困るということで、なかなか水利組合さ

んのほうも積極的にならないと言っては語弊がありますけれども、そういうこと

もありますので、一生懸命、国のほうには、今の使っている量で、使ったままで

何とか発電ができないかというふうなことは、いろいろアプローチさせていただ

いているんですが、まだ現状では河川法の手続がどうしても必要になるというこ

とで、そこがちょっとネックになっておりまして、なかなか進んでいかないのが

現状でございます。 



平成２１年２月定例会農政商工観光委員会会議録（H21当初分②） 

- 22 - 

 

望月委員  これが遅いのは、水利権の問題があるということだと思うんですけれども、そ

こと同時に、水力発電に使った水をそのまま用水へ流す、そういう再生というも

のの考えの中でやっていくということになれば、許可が出るような状況は出てき

ますか。 

 

西山電気課長  つくる位置によって、実は、例えば水道もみんな同じなんですけれども、河川

法の網かけがされるところ、されないところがありまして、例えば全部、農業用

水に使って、使い終わった終末を川に戻すところを使うというケースですと、こ

れは河川法ではなくて、許可をとらなくてもうまくできるんですけれども、取り

入れから近い状態、まだ利用されていない水という段階ですと、利水の目的が２

つになってしまうわけですから、そこでは水利権をとりなさいというような指導

がありますので、そういった面で、どこだったら、そういった水利権の問題が起

きないかということを見ながらやれば、決して建設ができないというわけではな

いとは考えております。 

 

望月委員  最後に、この小水力発電、都留市の市役所の場合なんかがあるんですけれども、

一つは、市町村として、また一般でもそうですけれども、これから観光事業とし

ての取り組みと連携しながらやっていく状況になる中で、県では、観光部との連

携事業的なものも、今後、考えていく状況はあるんですか。これは小規模的なも

のでありますけども。 

 

西山電気課長  実は私たちが１００カ所ぐらい調べた場所で、いわゆる市街地というんでしょ

うか、お客さんが見えて、町おこしになるという場所が多ければいいんですが、

やはりどうしても奥地へ入ってしまいがちでして、逆に、市町村、例えば都留市

あるいはまた北杜市あたりでは、そういった地点をお持ちになってきております

ので、そういうものに積極的に協力させていただくというような格好では思って

おります。ただ、私たち企業局がやるとなると、なかなか、いいところではなく、

むしろ開発しづらいところを、こういうふうにすれば、工夫すればできるという

ようなことで、あえてチャレンジしていくというふうに考えております。 



平成２１年２月定例会農政商工観光委員会会議録（H21当初分②） 

- 23 - 

主な質疑等 商工労働部・労働委員会関係 

 

※第２５号  平成２１年度山梨県一般会計予算第１条第２項歳出中農政商工観光委員会関係

のもの及び第３条債務負担行為中農政商工観光委員会関係のもの 

 

質疑 

 

（中心市街地再生モデル事業費補助金について） 

保延委員  商７ページ、新規事業の中心市街地再生モデル事業費補助金についてお尋ねし

ます。甲府市の中心地はオギノや甲宝シネマなどが最近、撤退をしておりまして、

大きい店舗の空き店舗が大変増えて空洞化がさらに進んでくると思います。また、

商店主の高齢化や後継者不足などが目立っておりまして、廃業する店舗とか空き

店舗が多くなっているわけであります。また、新たに入居する人も少なくて、シ

ャッター通り等が増えております。その理由はいろいろあると思いますが、どう

いったとらえ方をしていますか。そのことをお伺い申します。 

 

岩波商業振興金融課長 

  県におきましては、甲府市や商工会議所と連携する中で、空き店舗対策事業に

これまでも取り組んできておりますが、なかなか空洞化に歯どめがかかっていな

いというのが現状でございます。空き店舗に新たな入居が進まない理由といたし

ましては、中心商店街では、地価が下落している中で、それに比べまして家賃が

下がっていないこと、それから不動産の所有権が非常に細かく細分化されている

ために、弾力的な運用が難しいということ、建物は老朽化する一方で、共同利用

の合意形成ができないというふうなことから、改築とか再開発が停滞してしまう

というようなことが挙げられております。こういったことが相互に絡み合って、

なかなか空洞化に歯どめがかかっていかないというようなことだと認識してお

ります。 

 

保延委員  全国的に地方都市では、甲府市と同じように、中心街の疲弊化といったことが

起きておるわけです。それで、全国的に中心街の活性化をしていこうという動き

もあるわけであります。中には、香川県の高松市とか滋賀県の長浜市といったと

ころは、いろいろ斬新な取り組みをしながら成果を上げているところがあるわけ

であります。そういったことで、甲府市自体もそういった活性化を、そういった

ものを参考にしながら取り組んでいく必要があるんじゃないかと思います。そう

いう中で、県としては、そういうものを参考にしながら、どういった取り組みを

していくのか、その辺をお伺いいたします。 

 

岩波商業振興金融課長 

  今、委員からもお示しがあったように、中心市街地の空洞化は全国共通の課題

でありまして、これを解決するために、先進的な取り組みを行って活性化に結び

つけているところもあります。そのため、甲府中心市街地でも、今お示しのあり

ましたようなところを参考にしながら、新たな取り組みを進めるということが必

要で、そういう意味では、新しいことのスタートラインに今、立っているという

ふうな状況であると思っております。 

  今、お示しのありました、高松市の丸亀商店街におきましては、不動産の所有

とその上に立つ利用というものの切り離しをして、まちづくり会社が、その利用

権を集約して、商店街に必要なテナントを誘致するなど、商店街の運営により、

商店街再生に成果を上げていると聞いております。甲府中心市街地におきまして
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も、合同まちづくり会社甲府というものが立ち上がっておりますので、来年度は

こうした高松市の取り組み等を念頭に置きながら、新たな事業に取り組みたいと

いうことをまちづくり甲府では打ち出しております。したがって、県としまして

も、そういった取り組みに対して積極的に支援をしていくということにいたしま

して、予算をお願いしているというところでございます。 

 

保延委員  この中心市街地再生モデル事業という事業は、不動産の所有と利用を切り離し

て、利用権を集約する手法を念頭に置いている取り組みということでありますが、

甲府市の場合は、具体的にはどのような内容で取り組んでいくのか、お聞きした

い。 

 

岩波商業振興金融課長 

  不動産の所有と利用の分離についてということでございますが、不動産の流動

性を高めるために、甲府の場合には、まちづくり甲府という、商工会議所、甲府

市、山梨中銀等が出資している会社でございますけれども、その会社が定期借地

権や借家権、場合によっては信託契約という方法によりまして、事業の対象とな

る区域の土地や建物の利用権を集めて、商店街に必要な業種の誘致を行っていく

ことで、業種的に過不足のない、魅力あるまちづくりを進めていくという手法で

あります。 

来年度につきましては、今申し上げましたまちづくり甲府が、地域需要の調査

を行います。それに基づきまして、まちづくりモデル事業を行う区域を決定し、

実施体制の整備、再生事業の計画の策定というような事業を行うことを予定して

おります。以上です。 

 

（雇用再生総合プロジェクトについて） 

保延委員  商２２ページ、雇用再生総合プロジェクトという、新しく実施します緊急雇用

創出事業とふるさと雇用再生事業の２つが盛られているわけですが、この２つの

大きな違いはどういったところなんでしょうか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  ２つの大きな違いということでございますが、緊急雇用創出事業につきまして

は、非正規労働者や中高年齢者等に対し、次の雇用までの短期的な雇用、就業機

会の確保、機会を提供するものでございます。原則６カ月未満の雇用期間を創出

する事業が対象であります。県や市町村が直接、または民間企業やシルバー人材

センター等に委託して、短期的な雇用機会を提供する事業でございます。 

  一方、ふるさと雇用再生事業につきましては、地域内にニーズがあり、地域の

発展に資すると見込まれる事業で、原則、求職者を１年以上雇い入れ、実施する

事業で、継続性のある事業が対象となります。当該事業が終了後においても、労

働者の雇用が継続することが望まれますので、県や市町村の直接雇用ではなくて、

すべて民間企業へ委託して実施することになります。 

 

保延委員  緊急雇用創出事業の県事業の説明はあったんですが、具体的な事業はどういっ

たものを計画しているのか教えていただきたい。 

 

塩谷労政雇用課長 

  具体的な事業については、各部各課において、課別説明書によって説明させて

いただいておりますが、先ほど１３事業というふうに説明させていただきました。 

主なものは、委託事業の１３事業につきましては、福祉の分野では、子育てバ
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リアフリーマップ情報更新事業とか、先ほど、職業能力開発課長のほうから説明

がありました、障害者向け職業訓練委託先開発事業、さらには森林整備の関係で

は、マツクイムシの枯損木の除去事業、さらには昨日、農政関係でご審議をいた

だきました、耕作放棄地の整備事業、さらには農産物の輸出促進の緊急支援事業

などでございます。 

 

保延委員  新規事業の求職者総合支援センターでは、どのような相談を、どのような体制

でしていくのか、具体的にお願いします。 

 

塩谷労政雇用課長 

  求職者総合支援センターは、県による生活・就労相談と、国による職業相談・

紹介業務を一体的に行うものでございます。 

県による生活・就労相談につきましては、住居の確保に関する相談、公営住宅

に関する情報提供とか、入居に関する情報など。生活維持費に関する相談につき

ましては、生活資金貸付制度や生活保護の制度、窓口に関する情報提供。能力開

発に関する相談につきましては、就職に向けた能力開発を促す講習等能力開発機

会の紹介や受講のための支援体制に関する情報提供。現在、県及び市町村でやっ

ております緊急雇用創出事業に関する情報提供などを県のほうでやっておりま

す。 

国による職業相談・紹介につきましては、求人検索パソコンなどを活用した求

人検索をすることとし、さらには、雇用促進住宅の入居あっせんや就職安定資金

に関する情報相談をすることとしております。 

２つの相談体制を一体的にすることにより、求職者が安定した生活に向けた総

合支援を実施していくこととしております。体制としましては、県の相談員２名、

国の嘱託職員５名の７名体制でやっていくこととしております。 

 

保延委員  それはいつから実施するんですか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  先頃、国の関連法案が成立されましたので、ただいま準備にとりかかっている

ところでございますが、新年度早々には開設できるよう、準備をしているところ

でございます。 

 

渡辺委員  関連になります。今、２つの雇用のプロジェクトが出された。短期と１年以上

ということですが、短期のほうにはいろいろな１３事業がある。雇用を「創る」

プロジェクトのほうでは１年以上というようなことですけれども、市町村が実施

する継続的な雇用機会を創出する事業に対して助成する。上のほうは臨時的なと

いうことですが、実際に、事業としては、この１年以上を継続できるような事業

はどういう事業なのか、考えていますか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  ふるさとの１年以上というご質問かと思いますが、市町村では、国の参考事例

を参考に、まず、地域ニーズがあるということ、地域の発展に資するということ、

さらには継続的な雇用が見込まれるという部分を企画しまして、介護、福祉、産

業振興、観光、農林業、幅広い分野から、その地域の市町村に合った、雇用を創

出する事業を企画しております。 

 

渡辺委員  ということは、これで見る限り、短期の雇用も１年以上の雇用も、中身には大
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差ないという考え方ですか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  大きくは、ふるさとのほうは地域の発展に資する継続的な事業ということで、

緊急雇用の場合には、短期的なもので、例えば地域の清掃作業とか調査事業等は

対象になりますが、ふるさとでは、地域の清掃作業とか調査作業は対象とはなり

ません。 

 

渡辺委員  短期と長期は大体わかったんですよ。事業の中身は、短期のほうはずっと羅列

してあるんだけれども、長期のほうは何も全く書いていない。短期と長期の事業

名が、少しはどこか変わっていなければおかしいじゃないですか。全く同じ事業

で、片方は短期、片方は１年以上とつなげていこうとしている。そういう考え方

なんですか。とりあえず勤めろよと。同じ事業をさせておきながら、その中で、

短期で終わる人、１年以上雇用される人の仕分けみたいなものはどうするんです

か。事業が違うんだったら、いいんですよ。こちらは長期の事業だよというのが

あれば。その辺の考え方はどうなんですか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  事業的には、事業期間が６カ月未満と１年以上ということで、違うということ

は理解していただいたようでございますが、緊急の場合には、離職した非正規雇

用者や中高年の失業者を対象としており、次の雇用機会まで、いわゆる正規を含

め、常用雇用に至るまでの短期的な６カ月未満ということをやっておりますので、

６カ月後については、短期で働いている間に次の雇用機会を探していただくとい

うことでございます。 

ふるさとにつきましては、１年以上を想定しておりますので、それを継続する

ことが対象となっております。基金事業を３年間した後も、その民間企業におい

てその事業が継続するのであれば、そのまま正規雇用にしていただくという形の

ものをやっております。 

  ふるさとにつきましては、県、市町村が計画した事業を基金事業協議会の意見

を聞くことになっておりますので、県、市町村の企画した事業につきまして、継

続性があるかどうかなどについて、県、国、労使団体、地域関係者で構成する基

金事業協議会において、それぞれの立場から調査、審議していただくこととなっ

ております。 

 

渡辺委員  非常にわかりづらいんですけれども、そんなことは一般の人はきちんと理解で

きないでしょうね。ただ、短期雇用でした事業も、地域のニーズがあれば長期雇

用に変わっていくというような考え方を持っていてもいいのかな。そこはどうな

の？ 

 

塩谷労政雇用課長 

  短期事業の中でも、農業分野とか、それぞれの分野で、事業自体が長期に継続

性があると認められる部分につきましては、それが長期にわたっていく可能性は

あります。ただ、事業自体が、１つの事業ということの中では６カ月未満という

ことでやっておりますので、それが将来的にふるさと雇用のほうの事業に移って

いくという可能性はあります。 

 

渡辺委員  雇用を、これを離職した人が選ぶのに、短期なのか、ふるさとなのか、あるい

は緊急雇用のこちらのほうなのか、緊急雇用の短期のほうはいろいろと出ていま
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すから、あっ、これはおれに合うわ、とかいって手を挙げられるんだけども、１

年以上の雇用については全くここに出ていないので、それだったら、おれはいけ

るよ、とか、手を挙げられないじゃないですか。その辺はどうなの？ 

 

塩谷労政雇用課長 

  ふるさと雇用につきましても、選定がはっきりした時点で、県のホームページ

等に緊急雇用対策でこういうメニューがありますよという形で、普及啓発をして

いきたいと。 

 

渡辺委員  それを聞きたかった。 

  そういう中で、ここに出ている事業のほかに、多分、いろいろなものが出てく

るんでしょうけれども、これは、私が思っていることですが、富士五湖地方、富

士山世界文化遺産とか、いろいろな観光地を含めながら、景観形成といったもの

が非常に大事な事業になってくると思うんですけれども。山中湖とか河口湖をず

っと歩いてみて、いわゆる河川敷、湖岸の周り、こうしたところに放置されてい

るものが非常にいっぱいあるんですね。昔は釣り人がいっぱい来たからだけれど

も、今、釣り船なんかほとんどなくなってしまって、多いところには１カ所に１

００そうぐらい、山中湖にはそういうのが多い。河口湖のほうの浜へ行きますと、

モーターボートへ乗ってきて、浜に置いて、そのまま持ち主もないようなモータ

ーボート、どうしていいかわからないようなものがいっぱいあるんです。たまた

ま廃船とか、そうしたものを自分の土地に引き揚げた人は、県の強力な指導で、

これを産業廃棄物というようなことで、厳しい中にも処理しなければならない。

だけど、浜に放置したやつはそのままなんですよ。これは非常におかしい、矛盾

しているという思いもあるんですけれども、こうした雇用再生のプロジェクトの

中で、そうしたことに対する取り組みはできますか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  そちらの説明資料の中の「美しい県土づくり」の中に、公共土木施設緊急整備

事業という、県土整備部が企画しております事業で、道路や河川の環境整備を行

うということになっております。それにつきまして、委員ご指摘の、湖畔の廃船

につきましても予定しているというふうに聞いております。こうした、いわゆる

環境美化の推進に係る事業も緊急雇用事業の対象となりますので、市町村におい

てもそのような事業をするという話も聞いております。 

  委員が言う、富士五湖の河川敷の管理の部分につきまして、放置船が幾つか確

認されておりまして、県土整備部のほうで警告書等を発する中で、本人が片付け

る部分、行政が代執行をする部分というような形でやっていると聞いております。

ただ、今回、撤去に多額の費用がかかる場合、この事業の条件の中に、人件費が

７割という部分がありまして、その部分さえクリアできれば、この事業でやって

いけると考えております。 

 

渡辺委員  大変うれしいというような思いもするわけですけれども、ぜひともそれを推進

していただきたい。 

  もう一つ、河川敷の中では、湖だけじゃなくして、これは、県全体で言えるこ

とでしょうけれども、特に富士北ろく方面には、桂川の上流、あるいは道志川水

系の、流れていった先は、神奈川県の水道水、飲料水になるというようなことで、

非常に大事な水資源ですけれども、その河川も、多分、行ってみれば、こんなに

河川って汚れているのかとびっくりするんですけれども、このふるさとは非常に

いい機会ですよね。今までお願いしていても、予算がないからというようなこと
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で、河川の整備は進められなかったケースがありますけれども、そこもぜひ、県

土整備部のほうの仕事なのかわからないけれども、県庁では横のつながりをして、

商工労働部の意見もある程度申し上げていただいて、そこのクリーン作戦、これ

はいろいろとあると思いますが、そういうのを進めていただきたいと思います。

お考えはどうでしょう。 

 

塩谷労政雇用課長 

  県土整備部の今回の事業は、１月１３日から実施している緊急地域雇用対策事

業でも、同じような河川の清掃等の事業をやっております。これは引き続き来年

度もやるということで、全県を対象に、幅広い地域で清掃事業をやることと思っ

ておりますので、その辺につきましては県土整備部のほうにお伝えしていきたい

と思います。 

 

渡辺委員  最後になりますけれども、今日、実は、製造業の社長さんと昼間会う機会があ

りました。うちの会社は週５日制にしましたと言うから、５日制じゃ、この時期、

いいじゃないと言ったら、５日間休むんだそうです。とんでもない状況です。週

２日しかない。それも仕事を……、まあ、１６人ぐらい社員がいる小さい会社で、

たまたま来たんですけれども、想像以上に厳しいと。８月までもつかなと。今ま

で非常に利益を上げていた会社ですけれども、そういう状況になってきた。 

  こうした背景を考えますと、雇用創出というのは、もう少し頑張って人数を増

やさないと、どうももたない。今日の新聞でしたか、自殺者が、山梨県はトップ

だという話を見ましたけれども、どうですか、県でももう少し力を入れて、雇用

の拡大を図るなんていう考えは、ここで聞いていいかな、ありますか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  県は、こうした急速な雇用悪化の情勢を受け、今回、雇用再生総合プロジェク

トを策定したものでございます。求職者の雇用と県民生活の安定を確保するため、

本来、産業界が創出すべき雇用の一部を分担して、このプロジェクトで県が景気

と雇用が回復するまでの間、とりあえず２１年度は１,２００人という形で創出

するものでございます。今後、また雇用情勢等が変わることがあれば、それを注

視しながら、事業の前倒し等も考えていかなければならないと考えております。 

 

渡辺委員  最後に部長に聞きましょう。今、県ではこれだけ、１,２００人を応援してい

る。そして、また実際には、企業に働きかけて、例えば緊急支援の融資を受け付

ける企業も１,０００社ぐらいに増えているわけですよね。１社が１人雇用を拡

大するために頑張っていただいても、かなりの雇用が民間のほうでもできるんで

はないか、そういう思いもしますので、そうした取り組みに対する部長の決意と

いうか、考え方を最後にお聞きしたいと思います。いかがですか。 

 

廣瀬商工労働部長 

  ただいま課長から申し上げましたとおり、私どもの役割は、一時的とか部分的

とかいうことではございませんけれども、雇用全体を安定的に推移するように持

っていくというのも、合わせてやらなければならない仕事でありまして、主に国

のほうは大きな職業紹介的な機能を担っております。今回、地域の事情が非常に

よくわかる地方公共団体に乗り出してくれというのが国の考え方でございまし

て、そこに我々も、素直に、ストレートに反応して、こういう形で、全庁挙げて

今、進めているところでございます。 

  今、課長から申し上げましたとおり、そういう状況を踏まえて、この刺激策が
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ある程度浸透してくれば、委員からご提案のあったような姿勢に、全体の経済の

空気が立ち直ってくれば、雇用もそれに応じて安定してくる道をたどれるのでは

ないかと考えております。 

  たまたま今、数字を見ますと、雇用情勢が急激に悪化しておりますけれども、

よく見ますと、求人そのものは、大きな下降傾向ということではなくて、ほぼ下

げどまりの傾向が出てきておりますが、今、職を失っている方々が急激に職を求

める部分が増えておりまして、その関係で全体の数値が悪化しているという受け

とめ方をしておりますので、いましばらく努力していけば、反転の兆しは出てく

るんじゃないかと受けとめております。 

 

望月委員  二、三点、ちょっとお聞きしたいんですけれども。２２ページのふるさと雇用

再生特別基金事業で、関連でちょっと聞きたいんですけれども、今、非常に単年

度の景気回復は望めないと。そうした中で、引き続き厳しい経済状況でありまし

て、県のほうで雇用対策の事業の枠を進めているわけですけれども、初年度の中

途でさらにこれが悪化してきて、必要性が高まった場合の対応策を、どのように

考えているのかお聞きしたいんですが。 

 

塩谷労政雇用課長 

  先ほども申しました、さらに雇用が悪化するということも想定されますので、

雇用状況を見ながら、３年間にわたる雇用創出事業は、目安として４、３、３と

いう形ではやっておりますが、雇用創出事業の前倒し執行も含め、機動的、効果

的に対応してまいりたいと考えています。 

 

望月委員  その場合、都市部の場合にはそういうものがかなり浸透すると思うんですけれ

ども、地方の市町村に対しての取り組み、県のほうの指導はどういう形で、緊急

性を、要するに、スピード感を持ってやっていくのか、その辺をちょっとお聞き

したい。 

 

塩谷労政雇用課長 

  今回のふるさと雇用再生事業、緊急雇用創出事業、両事業につきましては、や

はり、県と市町村が連携を持って実施していかなければいけないということの中

で、県としましては、今回、国の予算成立から県及び市町村の当初予算成立まで

時間がないものですから、市町村に対して、いろいろ迅速な対応ができるように

ということで情報提供をしております。 

先ほどお答えしました、さらに必要性が高まった場合につきましても、今回と

同様、市町村には、こういうことで雇用情勢が悪化しておりますのでというふう

な情報を直ちに提供することによって、市町村における事業の企画等をしていた

だくような説明会等をやっていきたいと考えております。 

 

望月委員  今、そういうことで、市町村へ緊急性を要する費用を盛っておられる、そうい

う周知徹底をするということでございますが、これは市町村に任せてしまうわけ

ですか。それとも、県とともに、今の必要性に応じてやっていくわけですか。雇

用の緊急性を要する中で、失業者が市町村の窓口へ行ったら、いや、まだ県のほ

うからそういうあれはないとか言われる場合があったときのことも考えなくて

はならないんですけれども、これはただ県が市町村へ連絡して、そういうものを

早急にやれとかということではなくて、県のほうで出向いて、そういうことを市

町村に指導するということはないですか。 
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塩谷労政雇用課長 

  実は、今回も、市町村に説明会をしました。やはりスケジュールがちょっとタ

イトであったということの中で、１２月に説明会をまず一度やりまして、全国の

会議が１月１５日にありましたので、１６日にも説明会をして、実施要領とか事

業例について説明しました。さらに、今年度の場合は、やはり初めてということ

もありまして、１月末には、商工労働部の幹部職員が延べ８日間かけて、県内の

すべての市町村長さんを訪問して事業趣旨を説明して、実施例の情報提供とか意

見交換をしたところでございます。 

その後も、県に対して、事例の紹介等の依頼、照会等がありましたので、その

質問に対しては、きめ細かく助言をしたところでございます。 

市町村は、やはり地域のニーズということもありますから、地域のニーズに沿

った事業を企画するという部分につきましては、市町村が事業例等を参考に、独

創的、独自で考えていただくというような形になっております。 

 

（甲州ワイン海外プロモーション支援事業について） 

望月委員  大体、雇用のほうはわかりました。 

  次に、１０ページのやまなしブランド推進事業費でございますが、この中に、

甲州ワインの海外プロモーション支援事業が、新規で提案されているわけでござ

います。この内容について、目的としてはどういうことを……、おそらく県内の

果樹もそうでございますが、知事のトップセールスの中に含まれている観光事業

とあわせて、連携的なものを行っていこうと、ワインについての取り組みを聞き

たいんですけど。 

 

清水工業振興課長 

  実は、甲州ワイン海外プロモーション支援事業といいますのは、国のジャパン

ブランド支援事業というものを活用いたしまして、県内にございますワイナリー

１８社が、ＥＵ、特にロンドンの市場を目指して、甲州市のワインを売り込んで

いこうというプロジェクトでございます。 

  なぜかといいますと、甲州市の白ワインというのは、非常に和食との相性がい

いというふうな評価を海外でもいただいておりまして、こうした和食ブームにぜ

ひ乗って、海外メディアにおける甲州市ワインの評価を高めていこうと。そうす

ることによって、それがまた国内市場にフィードバックされることによって、ブ

ランド化につながると。 

  それともう一つは、海外に出ていくことによって、世界のワインのレベルとい

いますか、世界標準というようなものを学ぶことによって、もう一つ、やはり甲

州ワインといいますか、山梨県のワインのレベル、品質の向上が見込まれるので

はないかと、こういうふうな趣旨で取り組んでおられる事業です。 

 

望月委員  今、ヨーロッパ、欧州、ＥＵのほうへ積極的に進めるということでありますが、

海外へは、東南アジア、特にこの近々の台湾、韓国、中国へ進出していく中で、

全世界にそういうものを宣伝していくことは、当然、大事ですけれども、特に東

南アジアとかに対しての取り組みはどうなっていますか。 

 

清水工業振興課長 

  現在、県内にございます８０社のワイナリーが東南アジアに出しているワイン

の量は、非常に少のうございます。昨年、１社、それからロシアへ出したものが

１社、あと中国は、実は、品質はともかくとしまして、ワインの醸造量が非常に
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多いと伺っておりまして、中国本土へ進出している企業はまだないと。いわゆる

テストケースで何ケース出しましたという話はあるんですけれども、恒常的にワ

インを出しているというのはないと聞いております。 

 

望月委員  洞爺湖サミットとか、各国の大使館を通じて、そうしたセールスをしているわ

けですけれども、その状況を、わかる範囲で教えてもらえますか。 

 

清水工業振興課長 

  昨年から外務省の在外公館課というところを通じまして、国産ワインコンクー

ルで入賞したワインのリストを、各国１８９の在外公館に提供いたしております。

その中で、昨年度末までの間に、２２の大使館、公使館、領事館等が、国産ワイ

ンコンクールで入賞したワインをご利用いただいております。ただ、その国産ワ

インコンクールで入賞したワインにつきましては、すべてが山梨県産というわけ

ではございません。長野県産とか、北海道産とかいうものも含まれてございます。 

 

望月委員  ちょっとしつこいようですけれども、山梨のワインを、今言った外務省関係、

大使館関係へ、これからも積極的にセールスしていく、そういう環境状況は、山

梨としては整っているんですか。 

 

清水工業振興課長 

  来年度も予算をお願いしてございますけれども、国産ワインコンクールで入賞

したワインにつきましては、引き続き１８９の在外公館へリストをお送りしまし

て、ぜひ使っていただきたいというような働きかけをしてまいりたいと思います。 

また、今回、ロンドンを目指しております１８社の皆さんの計画の中には、ロ

ンドンにおける日本大使館でのいわゆる展示会といいますか、試飲会をやったり

して、プロモーションをやっていこうというような計画が含まれていると聞いて

おります。 

 

望月委員  ヨーロッパ、特にフランスあたりには、数あるワインメーカー、すばらしいと

ころがあると思いますけれども、そこらに対して、優良な山梨県のワイン、甲州

ワインが、今言ったように、宣伝、波及効果をもたらしているわけですけれども、

そこらの見込みはどうですか。 

 

清水工業振興課長 

  先ほどの１８社が来年度から取り組もうとしているジャパンブランドの中に

は、リーン・シェリフさんという、南アフリカのお生まれでロンドン在住の、マ

スター・オブ・ワインの方がプロモーターを務めていただくことになっています。

実は、世界でも２５０人しか持っておられないという、ワインに関する取引とか、

関税とか、醸造とかいったことについての知識を持っておられるマスター・オ

ブ・ワインという資格があるわけですけれども、そのリーン・シェリフさんとい

う方は、実は、その協会の副会長さんでございまして、そういう有力な方から、

ぜひ甲州ワインをロンドンでやらないかというふうなお誘いを受けているとい

うことで、ある一定の成果は上がるものと期待しております。 

 

（甲州ワイン・バイザグラス推進事業について） 

望月委員  次に、ワインの関係の事業で、今回、マル新で甲州ワイン・バイザグラス推進

事業費補助金というのが出ているんですけれども、この事業は、内容的にどんな

ものか、ちょっと具体的に教えてもらえますか。 
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清水工業振興課長 

  バイザグラスと申しますのは、飲食店等で１本７２０ミリリットルのものを頼

んでしまうと１人、２人ではなかなか飲み切れないため、１本ではなかなか頼み

にくいというふうな中で、ワイングラス１杯ごとのはかり売りをしましょうとい

う売り方でございます。これはカリフォルニアワインとかオーストラリアワイン

が日本へ進出してくるときに非常によく使った手法でございます。 

  こういった手法でのワインの売り方をすることによって、１人あるいは２人で

はなかなか頼みにくいワインを、グラス１杯、２杯と頼んでいただくことによっ

てワインを楽しんでいただこうと。こういうふうな形の中でワインの普及をはか

っていこうというものでございます。具体的には、県内外の飲食店３０店舗ほど

の参加を募りまして、そこにそういったシステムでの甲州ワインを売り込み、そ

して、飲んでいただいて、甲州ワインを広めていこうという事業でございます。 

 

（やまなし産業大賞について） 

望月委員  １１ページの、やっぱりマル新で、やまなし産業大賞の関係が出ているんです

けれども、目的、表彰制度、対象者等をちょっと具体的に教えてください。 

 

清水工業振興課長 

  これにつきましては、昨今の厳しい経済状況の中で、地域経済に貢献する企業

などを表彰、顕彰することによりまして、経営者あるいは従業員の士気を高めよ

うと。そして、地域の核となる企業に育っていただきたいと。それで、特によく

言われることだと思いますけれども、山梨県の皆さんは地元にある企業のことを

なかなかご存じないというふうなことも聞かれるわけで、そういったところをぜ

ひ発掘して、県内の企業を周知していく、そして、なおかつ、そういう企業には

チャレンジ精神を発揮して、地域の経済を活性化していってもらいたいと、そう

いうふうなことを考えております。 

 

（ 休  憩 ） 

 

（雇用再生総合プロジェクトについて） 

丹澤委員  先ほど説明をしていただきました雇用再生総合プロジェクトの中で、緊急雇用

創出事業での県の交付が２０億円、そして、ふるさと雇用再生特別事業のほうが

４６億円というふうな配分ですけれども、これはどういうふうにして決まったん

ですか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  緊急雇用創出事業につきましては、各都道府県の製造業の非正規労働者数及び

有効求職者数をもとに、非正規労働者数は１９年度の就業構造基本調査で、有効

求職者数は２０年度の９月から１１月までの平均で、全国に配分と。ふるさと雇

用再生交付金につきましては、有効求人倍率と有効求職者数で配分しております。

一定額の基準額はありますが、そういう数字で配分しております。 

 

丹澤委員  普通、国のこういう交付金というのは、特別交付税みたいに努力度を認めてく

れる、あるいは熱意度を認めてくれるというのがあるわけですけれども、これは

全く機械的にパッと割ってしまうんですか。 

 

塩谷労政雇用課長 
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  今回の交付要綱によると、基準額の配分はそういう形での配分をしたと聞いて

います。 

 

丹澤委員  交付金は、もう増える可能性はないんですか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  新聞報道でございますが、経済界のほうでは、ふるさと雇用再生特別交付金に

つきまして、基金への寄附とか、基金へ積み増しするというような情報も聞いて

おります。その部分については、まだ新聞情報だけですので、その情報を注視し

ながらいきたいと思っています。 

 

丹澤委員  それはできるだけ工夫をして、もらえるものは多くもらって、山梨のために活

用していただきたいと思います。 

  その年割りですけれども、４０，３０、３０というのは、今、話を聞いている

と、県でこの年割り額を自由に決められそうな感じがしますけれども、今の部長

の話を聞いていると、今が一番厳しいということのようですから、４、３、３と

いう割合ではなくて、むしろ前倒しをしたほうが、県で、もしそういうことがで

きるとしたら、したほうがいいと思うけれども、この４０、３０、３０じゃなく

て、前倒しして、４０を増やすとか、来年度の３０をもっと増やすとかして、最

終年度はもうちょっと引き下げるとか、そういうことはないんでしょうか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  雇用情勢を見ながら、４、３、３を目安として、今回予算化をさせていただき

ました。今後、雇用情勢が変化をして、さらに悪化するというふうな場合には、

３年間にわたる雇用情勢の事業の４、３、３につきましても、前倒し執行を含め、

機動的、効果的にやりたいと思っています。前倒しも考えております。 

 

丹澤委員  先のことはわからないけれども、首相が３年と言ったから３年間とってあるの

かもしれないけれども、むしろ、最終年度の３０を前倒ししたほうがいいと思う

けれども、雇用情勢を見ながらというのでは、それはまた期待しますけれども、

できるだけ前倒ししたほうが価値はあると思うけれども、ぜひまた検討してみて

ください。 

  それから、今、盛んに渡辺先生も言っておりましたけれども、６カ月、１年と

言っているわけですけれども、これにはどういうふうな職種が出てくるのか。そ

れは、ともかく１年以上雇用すればどんな職種であれいいよということだと思う

んですけれども、ほんとうに短期でやるだけであったならば、これは、昔の失業

対策事業と何ら変わらんということになってしまう。これは１年以上継続するよ

うな事業に結びつくようなものに配分する、あるいは、起業家、事業を起こす、

そういうものをしていかないと、これは終戦後の失業対策事業と何ら変わらない。

せっかく雇用をつくると言っているわけですから、ぜひそういうふうなことにな

らないように、そういうものがつながるようなものに配分をしていただきたいと

思います。 

 

（宝石美術専門学校について） 

  それで、別の質問に移ってよろしいですか。宝石美術専門学校のことについて

お尋ねいたします。宝石学校の今までの入学状況を見ますと、１８年までは４５

名の定員に対して、平成１４年から１８年まではほぼこの入学者数を達している

ようであります。しかし、平成１９年になりますと、定員を４５名から５０名に
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増やしたことによって、１９年度は４９名、２０年度は４２名の入学者があった

ということのようです。そこで、新聞報道を見ておりますと、２１年度は大分応

募者が少ないということですけれども、どのような状況になっているんですか。 

 

清水工業振興課長 

  １月末に実施しました第３次入試のところで合格者が２５名、そして、２月２

７日を締め切りとしまして、明日３月７日に入試を実施します出願者が２名とい

うことで、今のところ、合格者２５名、追加の応募者が２名という状況でござい

ます。 

 

丹澤委員  その県内と県外の割合がわかりますか。 

 

清水工業振興課長 

  ２７名を対象にいたしますと、県内が１６名、県外が１１名という状況でござ

います。 

 

丹澤委員  昔、県立短大をつくったときに、県外の人たちと県内の人たちの授業料を、県

民の税金でつくった学校だから県外は高くするといって、そういうあれがありま

して、結局均等にしたようですけれども、県外から来た人が県内に定着すればそ

れにこしたことはないんですが、５０名の定員に対して現在２５人ということで、

なぜこんなに人気がなくなってしまったのか。 

 

清水工業振興課長 

  人気がなくなったということをおっしゃられたわけですけれども、人気がなく

なったというよりも、実は昨年、募集したときに低調だったために、今までに恒

常的に卒業生を送っていただきました県内にある４校を巡回いたしまして、進路

指導の先生たちからお話を伺ったことがあります。その際にはこういうことを言

われたんです。 

  まず、子供さんの高学歴志向とともに、少子化によって、いわゆる４年制大学

が広き門になっているということで、大学進学者のほうへ流れている。それから

もう一つ、最近の宝石業界をめぐる経済環境と申しますか、いわゆる宝飾品とい

うのはどうしても嗜好品的なものですから、食品とか衣類に比べると劣後すると

いうふうな形の中でなかなか売れないという状況を子供さんたちあるいは父兄

の方が見ていて、そういうところへの応募あるいは進学が少ない。それからもう

一つは、宝飾の技能者、職人さんの養成学校だというふうなイメージをまだ持っ

ている学生さん、親御さんがいて、そういったところから、ある意味順番が下が

っているんだというようなことを言われております。 

 

丹澤委員  そういう理由がわかっているのなら、どのように変えていくんですか。 

 

清水工業振興課長 

  大学の門が広くなったことに関しては変えようもございませんし、宝飾業界も

活性化させたいということでいろいろもがいておるわけですけれども、これもな

かなかうまくいっておりません。 

  それから、宝飾の職人の学校だというようなイメージが強いというようなご指

摘を受けたんですけれども、実はここは私どもも宣伝が行き届いていない部分が

あるというふうなことで反省しておるんですけれども、平成１９年から産業界の

要望を受けまして、それまではどちらかというと職人さんを養成するというよう
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なイメージが強かったんですけれども、平成１９年から、加工やデザインだけで

なくて、販売あるいはジュエリーのビジネスのマネジメントといったところまで

勉強できるようなカリキュラムに変更いたしました。 

  と申しますのは、１７年、１８年の際に、宝飾業界のほうから、今、業界が求

めているのは、職人さんじゃなくて、ジュエリービジネスの全体を理解してデザ

インに取り組んだり、あるいは加工に取り組んだり、あるいは販売に取り組んだ

りということができるような人材が欲しいというような要請を受けまして、１９

年４月から今申し上げたようなカリキュラムに変更したところでございます。 

 

丹澤委員  これは変更したからだめになったんじゃないの？ 変更するまでは定員を満

たしていたのが、１９年に変更したら、定員を割ってきたと。むしろ変更したか

らこうなってしまったんじゃないんですか。 

 

清水工業振興課長 

  変更したから定員割れを起こしたというような理解はしておりません。やはり

産業界が必要とする人材を育成するための学校でございますので、産業界が必要

とするような教育をしなければ、今、専門学校としての意味がないと考えており

ますので、そういう意味では、そのように変えたからといって、定員を下回った

んだというふうに理解はしていません。 

 

丹澤委員  それは産業界が求める人材をやるから、生徒はいくら少なくてもいいというこ

となのか、せっかく専門学校になっているわけですから、ある程度学生に人気の

あるような学校にしないとだめという考えになるか、どちらなんですかね。 

 

清水工業振興課長 

  学生さんに人気のある専門学校である必要というようなご指摘ですけれども、

本県の宝石美術専門学校は、本県の代表的な地場産業の一つでございます、ジュ

エリー、宝飾産業の後継者を育成するための学校でございまして、ただ単に、い

わゆる専門学校を維持するということが趣旨であれば、都内のある学校の例でご

ざいますけれども、実は従来、ジュエリーの学校でございました学校を、バック

のデザイン、靴のデザイン、時計のデザインというふうに、学生さんの目先を変

えるというか、人気をとれるような学科を新設するということで学生さんを確保

していると聞いております。 

  そういう意味では、宝石美術専門学校は、今申し上げましたように、地元の宝

飾産業の後継者を育成するということが本来の趣旨でございますので、例えば学

校を変えるとかいうことじゃなく、やはり業界が求める人材を養成することが本

来の趣旨であるというふうに理解しております。 

 

丹澤委員  県民の税金を使って学校を維持しているわけですから、県民のために役立つ学

校が最適だと思いますけれども、業界のための学校だということでいいのかどう

か、僕は非常に疑問を感ずるところなんです。 

  僕もこの質問をするに当たって、何人かの業界の人に聞きました。なぜ人気が

ないのかと。「就職できない学校なんか行きっこないじゃないか」と。何で就職

がないんですかと聞いたら、学校は、まず直接会って、「こういう人が今度就職

しますから、どこか雇ってくれますか」と。そういうふうにどこの学校でも職場

開拓をしていくということをやるのにもかかわらず、「ここの学校から来てもら

ったことはないな」と言う人もいましたね。山梨県にこれだけ宝飾業界があって、

世界の三大産地とみずからが自慢しているように大勢いるはずなのに、そういう
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ふうなところに就職する人の手立てもしてやらない。やらなければ、やっぱり、

就職できない学校に行ってもしようがないやと思うんじゃないかと思うけれど

も、そういうことに対しては、改善するという考えはないんですか。 

 

清水工業振興課長 

  就職ですけれども、昨年まではほぼ９割が就職しておりました。ただ、今年は、

実は、内定率が４０数％ということで非常に低いんです。しかしながら、学校に

来ている求人票は、実は卒業生の数よりも多うございます。ですが、学生が就職

しない。なぜかというのは、これは２月２２日の山日新聞の１面に「学生確保に

妙案なく」というような記事で、宝石美術専門学校の定員割れが載ったわけです

けれども、その中でも言っておりますけれども、学生さんがどうも就職に対して

積極的でないと。要するに、職業観と申しますか、そういう意味でえり好みをし

ているというような状況があるのではないかと。と申しますのは、私どもがいた

だいたデータでは、求人数は実は５７人ございます。卒業生は実は４５人です。

５７人の求人数があるにもかかわらず、就職率が低いというのは、やはりある意

味では学生さんがえり好みをしている感もあるのかなと。 

  そういう中で、実は２月の上旬に知事名で、水宝連と言いまして、宝飾４団体

でつくっております団体の理事会がございましたので、その席に伺いまして、各

団体の理事長に、ぜひともとにかく宝石美術専門学校の学生さんを採用していた

だきたいというふうな働きかけをしたところではございますけれども、なかなか

学生さん自身が就職まで向かっていないという状況がございます。 

 

丹澤委員  業界のほうは、学校でも、学生に対して働きかけをしたり、業界に対しての働

きかけをしたり、もうちょっとそういうことをやったほうがいいじゃないかと言

っているんだけども、学校自体がそういうものを積極的にやっているのかどうか、

私は非常に疑問に思っているんですけどね。 

 

清水工業振興課長 

  決して怠っているわけではございませんけれども、来年からは、教員のうちの

１人を就職主任という職分を設けまして、その方に、もっと足しげく企業へ足を

運ぶことをしていただくような体制を考えております。 

 

丹澤委員  さっきの、県内企業が求める人材を養成するところであって学生の人気なんか

とるところじゃないという考え方を、よくよくまた部長と相談をして、どういう

学校があるべき姿なのか、そういう学校でいいのか、またよく検討して、ぜひ改

善をしてください。 

  それからもう一つ、実は紅梅地区へ突如、知事がそこへ移すということを決め

ましたね。あの状況は今、どうなっているんでしょうか。 

 

清水工業振興課長 

  現在、躯体のほうが地階と１階のほうの工事を始めておりまして、工程的には

数週間の前後はあるかもしれませんけれども、順調に進んでいっているように理

解しております。 

 

丹澤委員  これはどういう形の所有になるんですか。 

 

清水工業振興課長 

  この都市再開発事業は、紅梅地区再開発事業組合という、県も組合員として入
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っております、１２名の団体がございます。その団体が西松建設に都市計画法に

基づきます特定業務代行というスキーム、これは建物をつくったときに、不動産

の上の部分とか一部を売却することによって、その利益によって事業全体を回し

ていく、再開発組合の負担をなるべく少なくするような形で事業全体を回してい

くというスキームでございまして、平成１９年に特定業務代行契約を結んでやっ

ておるものでございます。 

 

丹澤委員  あそこに県有地がありましたよね。だから、当然、県の土地もあるはずで、フ

ロアは区分所有になるのかどうなるのか、それはどうなるんでしょうか。 

 

清水工業振興課長 

  あそこに県の土地がございまして、その部分を金に換価するという形で出資し、

その分に見合うものを面積でいただくという形で、なおかつ、足りない部分はお

金を出すという形で、７階、８階を宝石美術専門学校にするという形になってお

ります。 

 

丹澤委員  そうすると、７階、８階は県が区分所有として登記するわけですか。 

 

清水工業振興課長 

  はい、そのとおりです。 

 

丹澤委員  これは幾ら相当に、今の工事の中のどれぐらいの額に土地を換算して、そして、

今度、幾らで足りない分を入れて、幾らで区分所有するんですか。 

 

清水工業振興課長 

  土地の補償は約２,０００平米で２億６,２００万円余でございます。そして、

再開発ビルへの移転は１２億８,０００万余でございまして、その差額をお金と

して出すという形になっております。 

 

丹澤委員  土地代が２億６,０００万円で、区分所有してもらう部分が１２億８,０００万

円？ 

 

清水工業振興課長 

  いえ、違います。７階、８階を私ども県にもらうために要る金が、７階、８階

を県のものにするための金が１２億８,０００万円。 

 

丹澤委員  そうすると、県の出し分は幾らになるんですか。 

 

清水工業振興課長 

  ８億１,６００万を不足分として出すということです。 

 

丹澤委員  そうすると、区分所有するのに、県があそこの取得に必要な金額は、１０億７,

０００万円ぐらいになるということですね。あと１０億７,０００万円で２フロ

アを買い取ると？ 

 

清水工業振興課長 

  そういうことです。 
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丹澤委員  これは買い取りの平米単価にすると幾らになるんですか。 

  その全体計画の資料があったら、それをいただきたいんですけれども。紅梅町

の計画と宝石学校の分と……。 

 

木村委員長  資料は、用意できますか。 

 

清水工業振興課長 

  細かな資料は提出させていただきます。すみません。平米当たり２１５万ぐら

いと。 

  細かな資料は後ほど提出させていただきます。 

 

木村委員長  今、用意できる？ 

  どのくらいかかるんですか。 

 

清水工業振興課長 

  すぐ、今とりに行きましたので、ちょっとお待ちください。 

 

（ 休  憩 ） 

 

清水工業振興課長 

  土地の持ち分として、約２億２００万円のものがございます。先ほどの……、

補償費は２億６,０００万円ですけれども、持ち分としては２億２０万円ほど、

それから、建物の分について８億７,８００万円余、したがいまして、２億と８

億７０００万を足して、土地の補償費２億６,０００万円を引きますと、８億１,

６００万円が、かかる費用でございます。 

 

丹澤委員  この２億６,０００万円の土地代って、土地代としてこれだけ売ったというこ

となんですか。補償費というのはどういう意味ですか。 

 

清水工業振興課長 

  県有地を提供した分の金額換算が２億６,２００万円でございます。 

 

丹澤委員  これは要するに、県が組合に土地を売ったら、２億６,２００万円で売れたと。

そうすると、この２億２０万円というのは何ですか。 

 

清水工業振興課長 

  ２億２０万円というのは、再開発ビルの中に占めます、私どもが持っている土

地の評価額というような形になると。面積、持ち分という形での金額でございま

す。 

 

丹澤委員  これは再開発をしたら、土地が下がったということか。売ったときに２億６,

０００万で売ったけれども、再開発をして、持ち分比率を出してみたら、２億円

にしかならなかったと。では、６,０００万円下がってしまったんですか。再開

発で下がるの？ 

 

清水工業振興課長 

  その下がった部分は、先ほど申しました建物の持ち分の中へ今度は金額として

入っているということです。 
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丹澤委員  そうすると、８億７,８００万円は、建物を取得するに当たっての、自分の出

し分なんでしょう。 

 

清水工業振興課長 

  いえ、それは建物の７階、８階の評価額と。金額換価された部分で、出し分は、

先ほど申しましたように、８億１,６００万円余でございます。 

 

丹澤委員  悪いね。よくわからないんだけれども。ともかく８億１,６００万円、県が現

金を出すわけですよね。現金を出すわけじゃないの？ 出すんでしょ。 

 

清水工業振興課長 

  出します。 

 

丹澤委員  出すんですね。そうすると、２億６,２００万円分はもうもらったんだよね。

土地代として、もらった勘定になるわけですか。 

 

清水工業振興課長 

  それは権利変換をしたということであります。権利の変換をしたということで

す。 

 

丹澤委員  ともかく出した金は８億１,６００万円でいいということですか。それと土地

代と。紅梅町へ売らなくても、どこかの業者へ売っても、２億６,２００万円で

売れたということでしょう？ 

 

清水工業振興課長 

  計算的にはそういう形になると思います。 

 

丹澤委員  そうすると、県の出し分は８億７,８００万円じゃないですか。現金は８億１,

６００万円しか出していないかもしれないけれども、物納しているわけだから。 

 

清水工業振興課長 

  物納といっても、向こうのものになってしまったわけではなくて、計算上差し

引いただけのことでありますので。 

 

丹澤委員  自分が土地を何も持っていなかったら、ほんとうは、２フロアを幾らで買える

んですか。 

 

清水工業振興課長 

  全く何も持っていないという場合でしたら、先ほど申し上げた持ち分面積の２

億と建物分の８億７,８００万円を足しますので、１０億７,８００万円余という

ことですね。 

 

丹澤委員  そうすると、これは１０億７,８２０万円出せば、この２フロアを買えたとい

うことなんですか。 

 

清水工業振興課長 

  買えたかどうかについては確認できませんけれども、計算上はそういうことで
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す。といいますのは、組合員として権利変換をしたから、この金額であるという

ことです。 

 

丹澤委員  そうすると、土地の評価額が２億６,２００万円になっているわけでしょう？

 そこがよくわからないんだけど。 

 

清水工業振興課長 

  そのとおりです。土地の補償として、細かいところまで言えば、２億６,２３

９万４,０００円と、その金額を出資というか、権利変換の代償として出したと

いうことです。 

 

丹澤委員  そうすると、その権利は要らないと言えば、紅梅地区の開発業者は２億６,０

００何百万円で買ってくれたということ？ 

 

清水工業振興課長 

  それを買っていただけたかどうかは、今ここで確答はできません。あくまで組

合員として参加したからこそ、こういう金額で評価されたと理解しております。 

 

丹澤委員  仕組みがよく理解できないけれども、いずれにしても１０億７,８２０万円で

建物を表向きは取得したことになっているということなんですね。 

 

清水工業振興課長 

  はい、そのとおりです。 

 

丹澤委員  これはそうすると、今、資料をとりに行っているから、きっと、全体の面積で

平米単価が出てくると思うけれども、この１０億円というものが、資料が来ない

と高いか安いか判断できないんだけれども、わかりました。僕は一たんこれで。 

 

内田委員  今の関連から入りたいんだけれども、この紅梅町のビルに宝石学校が移転する

というときに、これは多分、知事が直接そういう発言をしたと思うんだけれども、

あそこのところを再開発して、これでいくと、学生は５０人で、２年生までだか

ら、１００人ぐらいですかね。その１００人の学生があそこに集うことによって

にぎわいの創出ができるとか、たしかそういうことを言っているんです。我々は

そのときに、１００人ぐらいの学生があそこへ通ったからといって、甲府の中の

一地区のにぎわいが創出できるなんていうことはあり得ないと思ったんだけど、

知事はそういうことをすごく主張したんですよ。 

  そして、あの当時、ちょうど北口の関係、図書館とか、あるいは情報関連の関

係が浮上している時期で、愛宕山から移すのであれば、向こうへという考えもか

なりあったんです。だけど、こちらのほうがいいんだということで、あの当時、

言葉でいうと、ジュエリーストリートだとか、あるいはファッションストリート

だとか、そういう言葉をたしか使ったと思うんだけれども、そういうコンセプト

は今でも変わらないですか。 

  今のこの学生が集まらないという状況……、この集まらないのにというのは、

ほんとうは予見ができたはずなんだけどね。さっき、送ってくれたところへ聞き

に行ったら、高学歴志向、少子化だと、こんなことは最初からわかっていること

で、今になって、行ってみたらこういうことでしたなんていうのは、それはちょ

っとおかしいのであって。どうですか。知事が発言したようなコンセプトで行く

んですか。 
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清水工業振興課長 

  一昨年６月の議会で知事が答弁されたのは、委員がおっしゃられたとおり、１

００人の学生がにぎわいをもたらすものと、中心市街地の活性化に寄与できると、

こういう表現を使っておりました。そういう意味で、その一事をもって、全くあ

そこが活性化するということは考えておりませんけれども、そういうものに寄与

するものとして活用していきたいと考えております。 

 

内田委員  一事をもってという言い方をされるとちょっと違うんだけども、そういう発言

をされたんですよ。だから、私の中にも記憶があるんだけれども、我々の感覚と

すれば、１００人ぐらいの学生が、もっと言えば、これは集まらないわけですか

ら、数十人の学生があそこに通ったからといって、それでにぎわいの創出ができ

るなんて、もし本気で知事が考えていたならば、これは、私はリーダーとして失

格だと思うんだけれども、そんな状況じゃないでしょう？  

  そして、さっきの、就職を指導するような先生を置きたいと。今ごろになって

来年度から１人置きますよなんて。今まで多分そういう議論をしているんだけれ

ども、大学あるいは専門学校というのは入り口と出口なんですよ。学校というの

はすべてそうなんですよ。就職している子供を預かる学校というのは、入り口、

つまり、受け取るときにどういう人たちを受け入れるかということなのね。その

中で教育をして、出していくときにどういうところへ送り込んでいくかというと

ころがしっかりしていなければ、学校なんて成り立たないんですよ。その一番基

本的な部分がこの宝石学校にはないと、私は思うんですよ。今までの、愛宕山に

あるときも同じだと思う。その部分が一番不足している。こういう議論を今まで

してきているんですよ。 

  滋賀県の長浜というところに、バイオ大学というのがもうかなり前にできたん

ですよ。我々の会派で行ったのはかなり前ですよ。そのときに、そこの理事長さ

んが最初に言ったのがそれで、学校というのは、少なくとも実業界へ送り込む子

供を預かる学校というのは、入り口と出口なんですよということを酸っぱくなる

ぐらい言われたんだけども、そのとおりだと思うんですよ。私は、そういうもの

がしっかりしていない、そういう結果だと思うんですけれども、どうですか。 

 

清水工業振興課長 

  出口がしっかりしていないというようなご指摘をいただいたわけですけれど

も、確かに専門の就職指導の先生を置いておかなかったことは事実でございます。

来年から置きたいと思っています。 

  それから、先ほどの丹澤委員さんのときも説明させていただきましたけれども、

就職するための求人は、産業界に、ある一定程度ある。ところが、学生さんが就

職をしないと。これが、結果として就職率が落ちるということになっているわけ

ですけれども、そういうものを、学校を志願してくる高校生の皆さんが見ている

んだとすれば、今、在学している学生さんたちの就職指導を、より好みという言

い方はいけないかもしれませんけれども、もうちょっと、働く勤労観というもの

をしっかり持っていただきたいというような指導はしていきたいと思っており

ます。 

 

内田委員  今のは出口の話だと思うんだけど、私は入り口もしっかりしていないと思うん

ですよ。ということは、１９年度ですか、カリキュラムを変えたというときがあ

りましたよね。つまり、この間の新聞報道で私も読んだんだけども、今まではど

ちらかというと、職人さんを育てる、要するに、技術を持った人を育てていこう
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というところへ、カリキュラムの変更をして、要するに、宝石屋さんというのは

物を売っていかなければならないから、そういう売るという側、商売もしてもら

う、セールスもしてもらう、あるいは、企画みたいな仕事もするのかな、そうい

うことを含めた総合的な人を求めているんだということで。たしか、学生さんの

インタビュー記事みたいなものも出てきたんだけども、そういうことで自分はそ

こに行きたくないなんて記事が出ていましたよね。 

  そうすると、そこのところはまさに入り口じゃないですか。そうでしょう？学

校へ入ってくださいよという入り口がしっかりしていないということですよ。だ

って、学生が現実に２７人……、２７人というのは応募数でしょう？ 合格者と

いうけれども、全部合格させているんでしょう？ そうじゃないの？まあ、いい

や。多分そうだと思うから。２７人が応募してきたということなんでしょう？ 

それを全部入れても、それだけしかいないということなんですよ。ということは、

やっぱり宝石学校そのものの入り口の部分というのが、学生さんたちとミスマッ

チしているということですよ。そうじゃないですか。 

 

清水工業振興課長 

  学生さんを一定程度集めて、宝石美術専門学校という専門学校を維持していく

ということであれば、先ほど申し上げましたように、例えば都内のあるジュエリ

ー学校のように、学科を変えるとか、あるいは学生さんたちの希望に合うような

カリキュラムを組むとかという考え方もあると思います。例えばそこの学校では、

入試の受験料を免除してやる。それから、学校見学に来ると、助成金を出してお

ります。そういうふうにして学生さんを集めております。 

しかしながら、宝石美術専門学校は、先ほどから申し上げておりますように、

あくまで山梨県の地場産業である宝飾産業の後継者を育成するためでございま

すから、その業界の人たちが、こういう人たちが欲しいんだよ、こういう業務の

できる学生さんが欲しいんだよ、と言っているときに、学生さんの求めるように、

僕はデザインだけやっています、という話では、むしろ産業界に対して宝石美術

専門学校が負っている責任といいますか、使命を果たせないのではないかと考え

ております。 

 

内田委員  私はちょっと考え方が違うからあれなのかな。私なんかはむしろ、山梨県のこ

の伝統ある宝飾産業を次の世代まで引き継いでいくというので一番肝心なこと

は、技術だと思っているんだけどね。宝飾の技術が一番大事だと思うんだけども、

課長はそうじゃないんだね。要するに、宝石の関連の会社がありますよね。売ら

なければもちろん商売ができないんだけれども、本来はすごい高度な技術があっ

て、デザインのいいのがあって、物が売れるというのが一番いい形でしょう？ 

 そうすると、私は宝石専門学校の今後のありようというのは、やっぱり技術者を

育てるというのをメーンに置かないと、すごくおかしい方向へ行ってしまうんじ

ゃないかなと。要するに、産業界だけにある意味では迎合するわけですよね。今

の状況に迎合したような状況になると、これは多分、違う方向に行くような気が

するんだけど。これは、私と課長の考えが多分違うからだと思うんだけど、私は

職人さんを育てるということのほうがはるかに重要だと思っているんですけど

もね。 

 

清水工業振興課長 

  １９年４月にカリキュラムを変えたときには、宝石美術専門学校の卒業生、在

学している学生さん、産業界、こういったところのアンケート調査をもとに、こ

れから宝飾品を売っていくには、いいものをつくるだけじゃなくて、消費者が求
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めるものをつくる、消費者のニーズに合ったものをつくるという感覚がなければ

だめだという結論をこの１７年、１８年のときには導き出したんです。そうした

中で、消費者の求めるニーズに合ったものをつくるためには、ただ職人だけでは

だめなんだよと。デザインもわかる、ジュエリービジネスもわかる、そういった

ものが必要なんだという意見をいただいた中で、カリキュラムを変えたものです。 

 

内田委員  我々も消費者なんだけど、消費者のニーズに合ったというのをもうちょっと具

体的に言うと、何が違うということなんですか。 

 

清水工業振興課長 

  よく言われる言葉ですけれども、従来の宝飾業界の製品のつくり方は、ただい

いものをつくる。高いものをつくる。自分の思ったものをつくる。職人かたぎと

いいますか、そういう形での製品をつくられる部分が多かったというふうに聞い

ております。そうした中で、それは違うだろうと。消費者が求めるようなデザイ

ンのもの、消費者が求めるような品質のものをつくっていかなければ、物は売れ

ないと。 

 

内田委員  それだったら、私の考えていることと全然変わらなくて。そうじゃないじゃな

いですか。さっきは、売るほうのためにも、そういうことをやってもらうんだと

いう話だったでしょう。だって、デザインがよくて、品質がよければ、これは消

費者が求めるに決まっているじゃないですか。それじゃ、全然ミスマッチしてい

ないですよ。 

 

清水工業振興課長 

  私の言い方では……。 

 

内田委員  安いものということ？ 

 

清水工業振興課長 

  いや、そうじゃないです。消費者が求めるものというのは、決して安いものと

か、高いものとかということではなくて、消費者が求めているデザイン、時流に

乗ったデザインと申しますか、そういったものを生み出していく力を学生さんは

持たなければならないんだと。だから、マーケット、市場の求めるニーズをつか

みとる力とか、あるいは全体的にジュエリーを売るために回していく企画力とか

そういったものまでの力を持った学生さんを養成してほしいと。 

 

内田委員  私がもし高校の学生で、宝石にすごく興味を持っていて、宝石学校へ行こうと

いうときに、そういう今みたいな説明を例えば学校へ来てやってくれたら、全然

違和感がないんだけどね。だけど、現実には、応募する人も少ないし、卒業して

いく人も、募集しているところに……、募集したほうが卒業生より多いと言いま

したよね。にもかかわらず、就職していかないというのは、この辺はちょっと私

にもわからないんだけども、今の説明だと、消費者のニーズに合ったものをつく

っていくというのは全然普通の考えだから、私は学生さんにも合うと思うんだけ

ど、その辺が、このカリキュラムの中が違うんじゃないですか。ジュエリー学科

とだけしか出ていないから、中の講座だとかそういうのがちょっとわからないか

らなんだけれども。 

  この辺は先ほどの入り口と出口の議論の続きなんだけれども、ぜひしっかりと

した、産業界のほうにも、学生さんを受け入れてもらうという努力を、ぜひして
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もらいたいなと思います。これは、私が今までいろいろな学校へ行って聞いた説

明の中で、すごくそうだなと思った部分なんですよね。確かに、学校というのは

入り口と出口の問題だなと思うんですよ。ぜひこれをお願いして、この部分を終

わって、あと、別の質問。 

 

（産業集積促進助成金について） 

 次は、企業立地についてお聞きしたいと思います。これは、我々の会派の代表

質問の中に入れてありました。武川議員が本会議の質問の中で入れたはずですが、

知事の提唱する「力みなぎる・やまなし」の実現というのがありますよね。その

中で、確かに公約の中では、企業誘致みたいなものを中心に置いて、要するに、

外から企業を引っ張ってきて、そこで活動してもらって、法人税みたいなものを

もらって、それを原資にして山梨県を豊かにしていこうと、そういう状況だった

んですよね。平成１８年から１９年、あの当時は確かにそうだったと思います。 

  だけど、今の、１００年に一度と、よく言いますよね。１００年に一度という

と、我々の年齢だと、この中で、多分、だれも経験していないような状況だと思

う。（笑） 総理大臣も１００年に一度と何回も何回も言うんだけれども、そう

いう意識は多分ないだろうなと思うんだけども。そういう状況が来たんですよね。 

  そうすると、当然、ある程度大きい組織というのは、ある程度柔軟性を持って

それに対応していくということがもちろん必要なんだけれども、それが、お金が

かかっている組織だったら、ちょっとシフトしたほうがいいんじゃないかという

質問をしたんですよ。私が記憶しているその答弁というのは、そういうことも頭

の中に入れてこれから検討していきたいというような答弁だったと思うんです

よ。 

  そこで、この中に、３３ページだと思うんだけれども、先ほど、産業集積促進

助成金というのが８億円とあって、これは、先ほど説明してくれたからわかりま

した。３つの企業が、上野原だとか、峡南だとか、あるいは境川でしたか、そこ

へ集積するから、それに対して、土地を除いて、設備投資をする分あるいは雇用

する人数なんかに応じて、それぞれ助成金を出して、そのトータルが８億円ぐら

いですよという話ですよね。これはこれでわかりました。だけど、実際に今年度

から立地するという企業は、かなり何年か前にそういう動きがあったところなん

でしょう？ 

 

中込産業立地推進課長 

  この産業集積促進助成金制度は、基本的には事業認定制度というものがござい

まして、事前にこの助成金制度に合致するかどうか事業認定を申請して、そこで

承認されたものが最終的に工場を操業して、この助成金交付申請というような仕

組みになっております。 

 

内田委員  その中の一つで、上野原へ来る企業がありましたよね、平山ファインテクノ。 

  上野原の工業団地が埋まったという記事は、たしか去年の初めぐらいでしたか、

知事の２年目ぐらいのときに出ましたよね。１０何社でしたか、９社でしたか、

とにかく全部埋まると。これはその中の１社だと思うんですよ。そうですよね。

だから、ここのところで助成金８億円というのを２１年度に使うからといって、

それで企業誘致万々歳だということじゃないと私は思っているんですよ。 

  むしろこれから、まさに景気がこういうふうになったときに……。だって、そ

うでしょう？ 日本のほんとうの意味の有力企業、トヨタだとか、ソニーだとか、

そういう企業が今までに例を見ないような決算を出しているわけですよね。赤字

決算をするわけでしょう？ そういう中で、企業立地が一番だ、メーンだと言っ
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て、このままのシフトでいくのか、その辺について。 

 

中楯産業立地室長 

  企業を立地するというのは、議員のおっしゃるように、私は、これが一番の経

済対策といいますか、県民生活が向上する上で非常に効果的で即効性がある政策

だと思っております。そういう中で、経済が非常に冷え込んだということばかり

じゃなくて、なかなかお目にかなうような立地ができなくて、私自身、大変申し

わけないような気持ちも、実は持っております。 

  それを私が答える立場ではないとは思いますが、多分、代表質問のご質問は、

県全体の産業政策全体の中のビジョンとして、そういうものを頭に掲げるのはい

かがなものかと、こういうふうなご質問であったように思っております。それを

どうかというと、私がちょっと答えづらいわけでありますけれども、私どもの仕

事としては、私の意見というよりも、産業界の、今の経営者方の意見をどう分析

するかというふうなことでお答えをさせていただければと思っております。 

  幾つも意見はありますけれども、大きく分けて２つあると思います。かつてな

い経済状況下で、それをどう受けとめているかというと、この厳しい経済環境も

景気の通過点であると。まずこういう認識のもと、景気拡大期に来る受注に即時

にこたえられるような体制をどうとっておくか、これを必死で考えております。

この企業が次の拡大期に伸びる企業だろうと。これは大変なことだと思います。

ラインを用意し、人も確保しておくということだと思います。 

  それともう一つは、これまで生産、生産で費やしてきた時間を、環境とか新し

い分野へ持っていこうと、こういうふうな分野へ転換していこうという企業もあ

るわけでございます。大きく分けて、そういうことを事業主の方あるいは企業の

方が考えておられるんだろうと。これが、これから最近まで感じている企業の

方々の、このような状況でも輝いたような目から伺う考え方だというふうに認識

しております。 

  私どもも非常に厳しいところではありますけれども、そういうものにこたえら

れるような、できれば価格が安くて、条件のいいような土地を何とか確保したい。

大きなことはできませんが、そういう対策を少しでもとっていこうと。 

人づくりの問題はありますけれども、企業訪問をこれまで以上にやりまして、

いろいろな情報であるとか、課題であるとか、こういうものを捉えて即時にこた

えられるような仕事をしようということで、全員でやっている状況であります。 

 

内田委員  この今の部分は、私は実は知事選というか、選挙のときに、企業立地みたいな

ものをメーンに置くべきだということを主張した一人だから、非常に質問がしに

くいと言いますか、こういう状況だから質問をしているんだけれども、その当時

といいますか、よく引き合いに出されるのが、三重県は北川さんの時代だと思い

ますけれども、それから、北上町という、今は町があるかどうか、合併している

かどうかちょっとわかりませんけれども、岩手県の町みたいなところに、我々も

視察にも行っているんです。 

  その当時、三重県というのは、もう七、八年前ですか、立地推進の関係が２４

人ぐらいの体制だったんですよね。うちが多分、３人とか４人というレベルだっ

たと思うんです。そうですよね。そういう中で推移をしてきて、我々はそういう

ときにも進言をしてきた。北上町も、その当時で、町の段階でたしか４人ぐらい

立地の関係の専門の担当がいたんですよね。そういう中で、ある意味では成功を

おさめた例ということだったと思うんです。 

  そういう中で、山梨県も、今の知事になってから私がいただいた資料だと、１

８年度が３人だったのが、１９年度に１１人、それから２０年度、今年度は臨時
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の職員まで入れて１２人体制ということですよね。そうすると、当然、人件費も、

当時は３,０００万円弱ぐらいだったものが、４倍だから１億２,０００万円ぐら

いに、当然、なりますよね。こういう体制の中で、今、取り組んでいると思うん

だけれども、そういうことにかかわってきた者の一人としても、今回のこの状況

というのはちょっと違うなということを感じているんですよ。 

  そういう意味で、本会議の質問の中にももちろん入れたんだけれども、先ほど

の説明の中で、もう企業立地をする工業団地のスペースみたいなものがないから、

新たにそういうものも探して、いろいろなところ、市町村を歩いたりしているん

だということなんだけれども、そういうところがこのままで推移して、この状態

で果たして１２人体制で何年いくのかなという心配が一方にあるんですよ。だか

ら、我々の意図しているところは多分わかってもらえると思うので、その辺も含

めて、今後のありようみたいなものを私はぜひ検討していってもらいたいなと思

うんです。 

 

中楯産業立地室長 

  おっしゃることはよくわかります。わかっておりますし、私、先ほどちょっと

申し上げませんでしたけれども、産業構造といいますか、先生方がおっしゃった

内容も、景気だけじゃなくて、産業構造自体もやや変わっていると思うんです。

例えば電機関係は非常にコスト競争。７０万円の液晶が今、２０万円で出ていく

わけです。これを山梨でつくるかといえば、トラックでわざわざ材料を持ってき

て、運び出して。こういう量産の企業は、我々が頑張れといってもなかなか難し

いというような気もしますが。あきらめもしませんが。そういう構造自体も変わ

ってきていると思うんです。 

  それから、景気だけではなくて、言い方が正しいかどうかわかりませんけれど

も、これまでの誘致というのは、大手企業が拡大する、そういった一部を持って

くるというような誘致であったかもしれません。そういうことだけではいかんと

いう気もいたします。徐々にではありますが。 

  それから、政策としてはどうかと。すみません、ちょっとお答えできませんが、

私どもの取り組みといたしましては、３３ページの４番に書いてございますけれ

ども、燃料電池実用化・産業集積促進事業。昨年の１２月に基礎調査費等を出し

てもらいました。昨年１０月、１１月を中心に、県外の、車や電機の大手企業に

入ってもらいました。そういった方々に、山梨でいろいろなご議論をいただいて、

山梨の企業あるいは大学の先生方、車でいえば超大手でございますけれども、そ

ういったところ、電機関係も超大手が入っていますが、燃料電池という分野がど

ういう産業分野かという定義的なものもまだないわけでありますけれども、山梨

にある知財といいますか、こういったものを広げていくような集積もこれから考

えていかなくてはいかんだろうということで、こういう仕事もさせてもらってお

ります。 

  そういうことも含めて、やはり私は立地施策はこれからも進めるべきだと思い

ますけれども、ただただ引っ張ってくるという認識じゃなくて、内発型の集積と

いうものも含めて、我々は取り組んでいくべきだろうと考えております。ぜひお

力を。 

 

内田委員  私は、要するに、今までの過去を振り返ってみると、アメリカという国が、バ

ーチャルの世界で、お金を現実に扱わなくて、お金がお金を産んでいくという状

況をつくってきましたよね。そういうものがもう行き詰ったと思っているんです

よ。だから、多分、二度とそういう時代は来ないだろうと。まさに現実の実体経

済みたいなところへ及ぼしてきたわけですよね。 
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そういう中で、例えば車の世界でも、もう多分、ハイブリッドのほうへシフト

していると思いますよ。ガソリンをまき散らすような車は多分もう買われない。

ハイブリッド志向ですよね。それから、燃料電池の関係も多分そうだと思います。

そういう中で推移していくんだから、当然、立地だってそうですよね。そういう

方向へ当然シフトしていかなくてはならないということだと思います。 

  そこで、今、燃料電池のことが出ましたから、これは、私もずっと気になって

いることなんだけれども、山梨大学がＮＥＤＯから助成をもらって、山梨県も知

事公舎跡地を、やはりあれも無償提供ですよね。無償提供して、燃料電池の研究

をあそこで始めるんだということで、県内の関連した企業の集積をどうするかと

いうのは、ものすごく大切な問題だと思うんですよ。具体的に、１０年たったと

きに、燃料電池が実用化されたときにメリットを受けるのは、トヨタだとか、ホ

ンダだとか、あるいは東京電力だとかというところだけだったとしたら、山梨県

は知事公舎ほかを無償提供して一体何だったんだということになりかねないん

ですよ。だから、その辺も含めて、予算も盛り込んでありますから、ぜひほんと

うの意味で実用化されたあかつきには山梨県内の企業が潤うような形ができる

ような努力もぜひしてもらいたいと思います。 

  資料が来たみたいですから、そちらにタッチします。 

 

（宝石美術専門学校について） 

清水工業振興課長 

  資料を用意させていただきましたけれども、お配りしてよろしいでしょうか。 

 

木村委員長  はい、お願いします。 

 

清水工業振興課長 

  その資料の右側に、ちょっと雑に書いてございますけれども、宝石美術専門学

校にかかわりますところの平均の平米単価は２５万１,４４１円でございます。

これは建物にかかわるものです。土地に係る部分は、１３万２,０８８円、そし

て、２０階までの全体に係る平均単価につきましては、建物が１９万９,８０６

円、それから土地が１３万２,０８８円という、これは同じでございます。なぜ

ここが２５万１,０００円余と１９万９,０００円余になるかといいますと、中途

には、実は、駐車場が３階に入っております。こういったことから、全体の単価

はこういうふうに２０万円弱ということで下がっております。あと、９階から上

のマンション部分、それから３階以下の店舗部分につきましては、これより高い

単価がかかっているんじゃないかと承知しております。 

 

丹澤委員  そうすると、これを取得する……、建物については３,４９３平米を宝石学校

として所有するということですね。これを土地代も含めると、合わせて、平米単

価３８万３,０００円で取得したということなんですか。 

 

清水工業振興課長 

  単純にはそういうふうには足せないと思うんです。土地のほうは面積が違いま

すし、それから、建物のいわゆるフロアの部分についても違いますので、直接的

にはリンクしないわけですけれども、土地については１３万２,０００円で取得

したと。それから、７階、８階のフロアにつきましては、２５万１,４４１円で

取得したということです。 

 

丹澤委員  一般的にこの辺の建物を借りるとすれば、平米幾らぐらいになるんですか。 
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清水工業振興課長 

  すみません。承知しておりません。 

 

丹澤委員  比較するものがなければ、平米単価２５万１,０００円でこれを取得すること

が高いのか安いのかわからないよね。妥当な金額でここへ移転して入るのかどう

なのか、比較のしようがないところだけれども。 

 

清水工業振興課長 

  当時、この計画が決定される際に比較したものが１地点だけございまして、大

津の工業技術センターの付近で比較した場合にはどうなるかというものをやっ

たんですけれども、そのときの総額が１９億８,０００万円ということでござい

まして、ここに出しております８億１,６００万円に比べると、随分安いという

ような判断をしたところです。 

 

丹澤委員  これ、駐車場とかも含めてえらく広い土地を買うとか、きっと……。建物代が

どれぐらいになるのかその辺はわかるんですか。 

 

清水工業振興課長 

  敷地面積は一応１万７,０００平方メートル、床面積についてはほぼ同じ３,

４００平方メートルということで試算をしております。 

 

丹澤委員  そうすると、建物だけで幾らになるんですか。 

 

清水工業振興課長 

  これは県立大学の校舎の平均単価３３万１,０００円を参考にしたんですけれ

ども、１１億３,０００万円という試算をしました。 

 

丹澤委員  僕は、この移転に当たって、高い経費を払ってしまったのはどうかということ

を知りたくて聞いたわけですけれども、今、こういう建物というのは、どうも話

を聞くと、もっと高くかかるということなんですね。こういう学校をつくるのに

は、２５万では仕上がらんと。 

 

清水工業振興課長 

  県立大学校の平均の建設単価が１平米当たり３３万１,０００円ですから、２

５万円に比べれば、それのほうが高いというふうに……。 

 

丹澤委員  そうすると、今後、これ以外に、当然、駐車料を払ったり、借りたり、共益費

みたいなものを払ったりするわけでしょう。自分のものじゃそういうことはない

よね。 

 

清水工業振興課長 

  はい。学校の中に必要な駐車場が出てくれば、駐車場を借りなくてはならない

と思っています。 

 

丹澤委員  そうすると、ここに出ている１億４,５００万円とかは、８億１,６００万円の

中に含まれるということですか。 
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清水工業振興課長 

  今回、予算をお願いしているものは内装費でございますので、これとは別。 

 

丹澤委員  そうすると、自分で内装をして、そして、なおかつ、まだ払う分が８億１,６

００万円あるということですか。 

 

清水工業振興課長 

  内装は、ここに予算をお願いしてありますように、債務負担と合わせまして、

トータルで４億７,３００万円を予定しております。 

 

丹澤委員  私が聞いているのは、これを取得するのに山梨県は幾ら金を出すんだと。その

全部出した金の平米単価は幾らだと聞いているんですよ。 

 

清水工業振興課長 

  総額では、先ほど申し上げました８億１,６３０万円と、今回お願いしており

ます内装費４億７,３００万円の、１２億８,９３０万円という金額でございます。 

 

丹澤委員  じゃ、言っていることが違うじゃない。そうすると、山梨県がこのフロアを確

保するために、総額１２億９,３００万円の金がかかるということでしょう？ 

 

中村委員  ちょっと委員長、いいですか。ちょっとかみ合っていない。ここで休憩をとっ

て、よくその辺を精査して。ちゃんと答弁しなければだめだ。聞いているほうは

なおわからないよ。 

 

（ 休  憩 ） 

 

清水工業振興課長 

  先ほどお配りしました資料の全体面積Ａの建物のところをごらんいただきた

いと思いますけれども、８億７,８４９万４,０００円、これが建物にかかります

取得費用でございます。それに内装費の、先ほど申し上げました４億７,３００

万円を加えまして、１３億５,１４９万４,０００円、これが建物の取得する費用

です。これを３,４９３平米で割りますと、平均が３８万６,８２３円と、建物の

平均単価はこういう単価になります。 

  そして、先ほどの近傍類似地の話ですけれども、これは建物がちょっと古過ぎ

て参考にならないかもしれませんけれども、残存価格率が０.０６という県庁入

り口の野村ビルの単価が、今現在、評価額１,７９１万２,０００円ということで、

平米当たりにしますと２２万円、土地のほうでいいますと、あそこの土地が３５

万３,０００円という評価がされていると聞いています。 

  そして、ここで今申し上げました３８万６,０００円が先ほどの県立大学校の

３３万１,０００円よりもなぜ高いかと申しますと、宝石美術専門学校の構造は、

ある意味で普通の高校のただのがらんどうの教室ではなくて、いろいろな、火を

使うもの、研磨のための動力、その振動等が外に出ないための厚い壁といったよ

うなものが入るために、３８万６,０００円という単価になっていると聞いてお

ります。 

 

丹澤委員  僕が、合間に、今、ビルの建物単価は、大体幾らぐらいだと聞いてみたら、一

般的に、今つくっているのは、坪単価で６０万円から６５万円くらいだと。これ
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で見ますと、僕が今、ちょっと計算すると、坪単価にすると１２７万円かかって

いるんですよ。だから、一般的よりも倍近い金がここの建設費、建築費にかかっ

ているんですよね。これは高い買い物じゃないんですか。 

 

清水工業振興課長 

  先ほどご説明申し上げましたように、宝石美術専門学校の教室はただのがらん

どうの教室ではございません。ガスの配管もあれば、水道の配管もある。それか

ら、金属をたたいたり、伸ばしたりする際の防音というようなものもある。それ

から、金属を加工する際に使います薬液などの処理もあるというようなことで、

さまざまな、普通のビルにはないような構造のものを備えなければならないとい

うことで、３８万６,０００円という単価になっているということです。 

 

丹澤委員  仮にそちらの言い分を認めて、４億７,０００万円というものが全くなしと考

えてみても、２５万１,０００円ということは坪単価に直すと、８２万８,０００

円になるんですよね。全くがらんどうの建物を買ったとしてもですよ。そうする

と、これは非常に高い建物を買ったことにならないのかな。 

 

清水工業振興課長 

  当時、宝石美術専門学校の耐震補強工事をする場合に２億６,０００万円ほど

かかると言われておりまして、そうしたこと、それから、宝石美術専門学校を大

津のコミュニティーセンター付近へ移転した場合にどのくらいかかるかという

ふうなことを試算したことなどを踏まえますと、決して高いものではなかったと

いうふうに当時、試算をしてあります。 

 

丹澤委員  これは、仮に何も内装をしなくても、２５万１,０００円かかるということで、

そうはいっても、がらんどうの中に入っているわけじゃなし、４億円のうち半分

ぐらいはきっとかかるでしょう。そうして見ても、土地は区分所有で全く自由に

ならない。今まであれだけの土地が、県の所有地だったのが、自由にならない。

この２フロアを区分所有で持っているということは、将来、これはあそこへ県が

全く投資しっ放しのようなことになってしまって、こうして見ると、高い金をか

けて、ほんとうにあそこが適地だったのかなと。そういう気がしますけれども、

もう既にこれは契約が済んでいるんですね。 

 

清水工業振興課長 

  はい。建設工事につきましてはもう既に契約が済んでおります。内装工事につ

きましては、今回予算をお願いしておりますので、一般競争入札等の入札を行っ

てまいりたいと考えております。 

 

丹澤委員  もう既にこういう形で、いつこれがこう決まったのか、私にはよくわかりませ

んけれども、こういう形で出た以上、契約もしているということであれば、いた

しかたないと思うけれども。さっきの学生の話もそうですけれども、宝石学校は

せっかくこれだけの金をかけてやるわけですから、中には教授がもうちょっと流

動的になったほうがいいじゃないかと、学校運営も教授にもうちょっと魅力ある

人を連れてきたり、あるいは、かえたり、そういうことをしたほうがいいんじゃ

ないかという、業界からの声もあるようですから、ぜひそういう点を勘案して、

宝石学校をすばらしい学校にしてください。 
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（勤労者福祉資金対策費について） 

小越委員  雇用問題についてお伺いいたします。労政雇用課の２０ページの勤労者福祉資

金対策費です。失業者の方とか、所得が低下した方に対する貸し付けだというお

話で、「ふれあい」に載っているんですけれども、実績は何件あるのか、今年、

去年、二、三年前からお願いします。 

 

塩谷労政雇用課長 

  貸し付け実績でございますが、平成１８年度が１６件１,３２５万円、１９年

度は１８件１,３０３万円、２０年度は１２月末現在でございますが７件で５３

０万円の融資の実績がございます。 

 

小越委員  平成２０年、今一番大変なときに７件というのは、１８年度、１９年度も、そ

れぞれ１６、１８で、多い数ではないと思うんです。少ないと思うんですけれど。

平成２０年に７件というのはすごく少ないと思うんですけれども、なぜこんなに

借りる方が少ないんでしょうか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  貸し付け実績が少ないということの中では、さらに貸し付けが進むようにとい

うことで周知をしております。その制度の周知につきましては、チラシを配布す

る、ラジオスポットで流す、県の情報誌である「やまなし労働」に掲載するなど、

周知に努めております。 

 

小越委員  周知をしても７件しかなかったということですよね。それはこれによりますと、

年利が年１.９％。金利だけ見ますと少ないかもしれませんけれども、保証料が

０.７から１.２％と、事実上３％ぐらいかかるということですよね。それで、融

資限度が１００万円、保証人が要る場合もあります。要らないときもあるんです

けれども。そうしますと、そもそも今、お金がない、失業していると。お金がな

い人が、利息３％つきで、保証人もつけてと。お金を借りてくれというときに大

変ハードルが高いと思うんですけれども、そう思いませんか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  現在も離職者に対する実績もございませんし、問い合わせも数少ないというこ

との中では、まずは制度の周知が必要だと思い、制度の周知をしております。 

 

小越委員  私も１件、この相談を、この前いただいたんですけれども、県のほうではいい

かもしれないけれども、金融機関、労金さんへ行けば、融資ですから、お金を返

してもらわないとだめな貸し付けと。そこで、３％がある。この人は失業してい

る。中小企業に勤めていればいいとあるんですけれども、突然解雇されたりする

と、中断する期間がある。今、働いていない。返せないんじゃないかということ

で、これを貸してくれなかったんですよね。この方はＤＶで、家賃を払えなくて、

引っ越さなければならない。あと二、三週間で出ていかなければならない。そう

いう方は借りられないんですよ。 

  甲府市では、これを、保証料、利息のことも含めて、２次補正で出しているん

です。市町村のほうがずっとやさしくありませんか。なぜこれが７件なのか、も

っと使いやすい制度にしないと。先ほど説明で、求職者総合支援センターでこの

説明もすると言いましたけれども、説明を受けても借りられないんだったら、相

談にならないと思うんですよ。少なくとも甲府市並みに、今後の利息を半分にす

るとか、保証人の問題も含めて、借りられる制度にすべきだと思うんですけれど
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も、いかがですか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  現状では利用実績が少ない、問い合わせも少ないということの中では、制度の

利用を促進するための普及啓発活動が大事だと思っておりますので、それをまず

やっていきたいと考えております。 

 

（求職者総合支援センター設置事業費について） 

小越委員  甲府市では、それを半分にしたから、やっぱり使われ方が増えたんです。 

  もう一つ行きますけれども、もう一つのところの、商２３ページ、求職者総合

支援センター設置事業費。先ほどもお話がありましたけれども、甲府市内に、国

から、ハローワークから５人、県から２人というお話があったんですけれども、

それは具体的にどの場所で、休日とか、夜、それから、職業の紹介はハローワー

クしかできないと思うんですけれども、生活相談というのは、先ほど、住居のこ

ととか、今、生活、勤労者福祉資金の紹介とか言っていたんですけれども、情報

の提供だけなんでしょうか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  県による相談は、先ほど説明させていただきましたけれども、住居の確保の相

談、情報提供、手続の方法まで、あと、生活維持、就学援助の相談につきまして

は、制度内容の窓口での情報提供、実際の制度、生活保護につきましては、地元

の市町村ということになります。 

 

小越委員  場所と、休日とか夜の対応はどうなるんですか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  休日及び夜という部分につきましては、利用者が相談しやすい体制ということ

で考えております。まだ決定しているものではございません。 

 

小越委員  甲府市内というんですけれども、ファナックのこともありますし、郡内地域も

大変……、ジョブカフェのサテライトは行くようですけれども、甲府市内だけで

は対応できないと思うんです。そして、休日とか夜とかがないと、今、就職活動

をしている方々はなかなか来られないと思うんです。それと同時に、情報提供だ

けだったら、やっぱり役に立たないと思うんですよ。そこに申請用紙があって、

そこでワンストップで、すぐそこに電話して紹介できる、この申請用紙を書けば

いける。このぐらいまでやらないと。ほんとうはそこで生活保護の申請もできて、

就学援助の申請もできるぐらいにしなければいけないと、私は思うんですけれど

も。情報提供だけだったら、パソコンでわかるんですよ。そうじゃなくて、そこ

に申請用紙もあって、どこに行けばどうなるか、やっぱりアポをとって、申請用

紙も渡す、そのぐらいやったらどうですか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  今、説明不足で失礼しました。当然、申請用紙等はここで用意しております。 

 

小越委員  そうしたら、生活保護の申請や就学援助とか、ほんとうは、生活全般、丸ごと

相談できる体制でないと。ハローワークに行って、甲府の市役所に行って、そし

てまた教育委員会に行ってと、３つも４つも行くのでは。そこでワンストップで

できるような、ハローワークと提携したそういう窓口がないと、迅速に、機敏に
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対応できないと思うんですけれども、いかがですか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  機敏に対応できるような形で、情報提供、書類の整備、さらには国のハローワ

ークにつきましては、実際、日曜日はやっておりません。土曜日については対応

しておりますが。そういうふうな形で、利用時間等につきましては対応していき

たいと思います。当然、ウイークデーの通常時間は対応しておりますので、そち

らの時間で来ていただくと。 

 

小越委員  県側の職員の数が２人とあったんですけれども、国からは５人、県からは２人。

この人数で足りるんですか。大丈夫ですか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  生活相談の状況によりまして、その人数等は柔軟に対応していきたいと思って

います。 

 

小越委員  その２人の方々はどういう方々でしょうか。県の職員、臨時職員、それから、

いろいろな相談に乗れるような、経験者なんでしょうか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  当然、相談に対してでございますので、すべての情報についてある程度知識が

ある人を委託で考えております。 

 

小越委員  委託で考えて、雇用を創出するのであれば、２人じゃなくて、もっと５人、６

人と、ここで雇用を創出することもできると思うんですよね。商工労働部の雇用

を創出する一つのこととして、２人じゃなくて、もっとたくさんの方を雇っても

らいたいと思います。仕事を生み出す仕事ですよね。それをやるのが、やっぱり、

この商工労働部、労政雇用課だと思いますので、２人ではなく、臨機応変にたく

さんの職員を、ほんとうは正規職員がいいんですけれども、委託なり、やっても

らいたいと思います。 

 

（ふるさと雇用再生事業について） 

  次に、ふるさと雇用のことで先ほどもお話がありましたけれども、ふるさと雇

用、商２２ページです。今、市町村でも、ふるさと雇用の１年間の雇用の問題で、

どのようなものができるのかと、多分、議会にかかっていると思うんですけれど

も、使い勝手が悪いと。新規事業じゃなければだめだと。今困っている介護とか

農業とかの分野にやるのはだめだと。新規事業で新たに人を雇うのではないとだ

めだというんですけれども、具体的には、もう少し……。きのう、私、農政部の

とき聞いたんですけれども、この商工労働部でもふるさと雇用というのは考えら

れると思うんです。商工労働部として、ふるさと雇用の１年間の雇用は、どんな

ことを考えているんでしょうか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  いろいろなことを考えております。ただ、今、事業選定中ですので、細かな内

容についてはお答えできません。 

 

小越委員  それはいつ発表できるんですか？ 予算に８億８,０００万円が載っているん

ですけれども、来年度、この予算でどんなことをするかというのを、やっぱり議
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会に出してもらわないと。あとはお任せください、８億円。というのはちょっと

違うんじゃないですか？ いつごろ出るんでしょうか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  今、選定作業をしておりまして、ふるさと雇用再生事業につきましては、基金

事業協議会の意見を聴取するということになっておりますので、意見聴取が終わ

った段階でお示しできるんではないかと思っています。 

 

小越委員  それはぜひ早くしてもらいたいんですけれども、例えば今、やっぱり一番大き

いのは介護、農業ですよね。それから、エコの問題ですとか、林業、教育委員会

の関係でも、子供たちの勉強を見るということで、ありとあらゆるところでこの

お金を使って、雇用を生み出すことができると思うんです。それのとりまとめは

どこがやるんですか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  事業のとりまとめは労政雇用課で行います。 

 

小越委員  各部局任せにしないでもらいたいと思っています。部長がさっき言いましたけ

れども、全庁的に、本部体制で知事が本部長ですので、商工労働部だけで抱える

問題ではないと、私は思っていますので、知事政策局を含めて、全庁を挙げて、

ありとあらゆるところから新しい雇用を生み出すように頑張ってもらいたいと

思っています。 

  私、一つ、商工労働部にお願いしたいのは、この新たな雇用の中では、求人開

拓です。商工労働部の労政雇用課でこそできるのが、仕事を生み出す。ハローワ

ークでは、あの体制厳しい中で、求人開拓に職員の方が回っているそうです。１

件、２件、３件、とにかく今大変だけど、おたくで１人雇ってくれないか、おた

くで２人雇ってくれないか、どうでしょうか、求人ありませんか、ということで

回って歩いているんですよ。県としてもそれぐらいの雇用の確保、仕事を生み出

す仕事の人、そういうのはできないでしょうか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  雇用情勢は非常に厳しいということでございますし、そのため、県では、詳し

いことはまだお話しできないんですけれども、基金事業を活用する中で、雇用の

維持、確保は非常に大事だと思っていますので、その業務を行う職員の配置等を

考えております。現在検討中でございます。 

 

小越委員  雇用問題について、部長に考え方をお聞きしたいと思います。今度のこの予算

で、雇用プロジェクト、再生プロジェクトも発表され、知事も今度の予算は雇用

に大きな重点を置いたというふうにおっしゃっているんですけれども、ここの商

工労働部の分は労政雇用課がまとめているところですけれども、山梨県の今回の

予算の一番の柱である雇用対策を貫く方針、考え方を、部長にお話ししてもらい

たいんですけど。 

 

廣瀬商工労働部長 

  県としましては、雇用そのものが県民生活に直結する問題でございますので、

明るい雰囲気が出てくるような、そういった面で、雇用対策を進めていきたいと

考えております。 
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（県の雇用対策事業について） 

小越委員  明るい雰囲気が出るかどうかは、私は、はなはだ疑問だと思っております。先

日、朝日新聞に、雇用対策費が一番増えたのは山梨県で、ゼロから３２倍と書い

てありました。私もそうだなと思った一人ではあります。それで、お聞きするん

ですけれども、今度のこの予算の中で、県単独の雇用対策には何があって、幾ら

あるんでしょうか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  県単独事業は、先ほど説明させていただきましたところの「やまなし・しごと・

プラザ」事業費、商２１ページでございます。さらには、先ほど説明しましたと

ころの、その右側の商２２ページ、若年者雇用対策費、高年齢者雇用対策費等で

ございます。 

 

小越委員  この課別説明書によりますと、商２１ページの労政雇用課の雇用対策費、雇用

推進費は、昨年と比べまして県費が減っております。そして、増えているのは、

商２２ページのふるさと雇用再生特別基金。ここで、繰入金が、前回なかったで

すから、どんと増えているんです。それで、最後の商２３ページを見ますと、県

費の部分が、昨年と比べて減っているんですよね。雇用対策に重点を置いたとい

うのは、私はちょっと疑問なんですけれども、例えば地方交付税で３７億円が、

たしか、山梨県に来たということになっております。その３７億円分はこの雇用

対策のどこに入っているんでしょうか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  地方交付税ですので、それは雇用対策費全般に入っております。 

  予算の減額でございますが、多くは、２００７年問題ということで、３年間の

団塊の世代の退職を控えた予算を、今年度でスクラップしました。それが１,３

００万円ほどになります。それが大きな原因になっています。 

 

小越委員  この雇用再生プロジェクトで見ても、３５億７,９００万円。金額は大きく見

えるんですけれども、これは、よく見てみますと、ほとんどが国の交付金でずっ

と書かれていまして、県費と書いてあるのは、雇用を「育む」プロジェクトで、

下から４つ、７００万、５００万、４００万、１００万、１,７００万円ぐらい

しかない。あとは全部、国の交付金を流し込んだだけなんですよね。 

先ほど、おっしゃったように、退職の分があるから１,３００万円はしようが

ないと言うんですけれども、雇用対策に重点を置いているというわりには、朝日

新聞では、雇用問題についてゼロから３２と増えましたけれども、私は、国から

のお金を入れただけで、見かけ上増えたんですけれども中身は増えていないと思

っています。そこが、やっぱり危機感がないんだと思うんです。 

  もう一つお聞きしたいのは、先ほどから、この１番の臨時的な雇用の創出で、

県で２５０人とおっしゃるんですけれども、２５０人は６カ月未満ですよね。と

いいますのは、先日お聞きした農政のところでも、共選所のところに２１人入っ

ているというんですけれども、雇用は２カ月ですよね。それで、福祉保健部の子

育てバリアフリーは、雇用期間が１カ月ですよ。２５０人というんですけれども、

これは６カ月換算にしたら、何人になるんですか。人、日というふうにしないと、

この２５０人の方がずっと６カ月雇用が継続しているわけではないと思うんで

すけれども、いかがですか。 
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塩谷労政雇用課長 

  緊急雇用創出事業につきましては、その雇用期間は２カ月ないしは６カ月の間

に、新たな雇用機会を見つけるということの中でやっておりますので、これで２

５０人を創出していきたいと考えております。 

 

小越委員  そうしますと、１,２００人、雇用が生まれると言っても、６カ月未満ですか

ら、これでいきますと、この６カ月の方、１,２００人の方が、ずっと、１年間

雇用があって、お金が入ってくるというわけじゃないんですよ。２カ月とか１カ

月、この子育てバリアフリーの方は１カ月の雇用が４人です。これも雇用の創出

で１,２００人にカウントされているとなりますと、果たしてこれでほんとうに

雇用が大丈夫なのかなと、私は思うんです。だから、１,２００人は胸を張れる

数字じゃないと思うんです。 

  と同時に、もう一つお聞きしたいのは、なぜ１,２００人なんでしょうか。県

の５１社回ったところだけでも、非正規の方が２,５００人ぐらい派遣切りされ

ると発表がありました。どう引き算しても１,０００人以上足りないんですよ。

さっきも言いましたけれども、２５０人の方は、６カ月の雇用どころじゃありま

せんし、なぜ１,２００人なんですか。県の調査でももっと多いじゃありません

か。どうして１,２００人なんですか。 

 

塩谷労政雇用課長 

  それは県では、求職者の雇用と生活を安定するため、本来、産業界が行うべき

創出雇用の一部を分担して、今回のプロジェクトによって、雇用と景気が回復す

るまで、とりあえず２１年度は１,２００人ということでありまして、さらに景

気を重視する中で必要ということであれば、雇用創出事業の前倒しも考えている

というところです。 

 

小越委員  さっき丹澤委員がおっしゃいましたけれども、これをもっと前に持ってくると

か、今、困っている方がたくさんいらっしゃると思うんです。先ほど、部長が、

いましばらく努力していけば安定するとおっしゃったんですけれども、なぜそう

思うんですか。 

 

廣瀬商工労働部長 

  そう断定的に申し上げましたわけではございませんで、先ほど有効求人倍率を

申し上げましたけれども、分母の部分については確かに急激の伸びておりますけ

れども、求人そのものについては、トレンドから見ていくと、今、下げどまりつ

つあるところがございまして、私どもは経済活動を活性化するための施策をほか

でやっております。そういう中から、雇用の芽が伸びてくるまでという、そうい

う意味でございます。 

 

小越委員  いましばらく……、横内知事も夏ごろ後半とかおっしゃっていましたけれども、

そう言うのは麻生さんと横内さんぐらいじゃないかと、私は思っているんですけ

れども、どこの会社の方も、この前の労働局の中でも、これから大変になるんじ

ゃないかと。いわゆる２００９年問題がこれから出てきます。それで、非正規２,

５００人の雇用が切られるというのは３月までの見込みの数です。４月、５月は

まだ出てこないわけですよ。そして、今盛んに出されているのは、非正規雇用か

ら正規の職員まで解雇されていると。毎日、新聞に出ています。そして、山梨県

では、有効求人倍率が、今までは全国平均より高かったですよね。前回から下が

りました。それはどうしてだと思いますか。 
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塩谷労政雇用課長 

  有効求人倍率につきましては、有効求人数と有効求職数の関係でございまして、

なぜ山梨県が全国平均より少ないかという部分につきましては、山梨県がいわゆ

る輸出型製造業に特化している部分が大きいという部分が原因だと思っており

ます。 

 

小越委員  輸出型製造業に特化している。だから、これからもっと大変になると思うんで

す。ほかの全国的な電機産業関係、半導体を見ましてもそうなると思うんです。

だから、私は、これからのことを考えますと、１,２００人ではとても間に合い

ませんし、そして、そのうちよくなるんだろうというのもちょっと違うと思うん

です。やっぱり、前倒しをして、今、どんどん雇用を生み出していかないと、１,

２００人で様子を見ましょうというわけじゃないと思うんです。今すぐやらなけ

ればいけないと、私は思います。 

 

（産業集積促進助成金について） 

  それで、もう一つ、最後に、先ほどの産業立地費の話です。３社に８億円、人

数も聞いたんですけれども、再度、この３社の人数のうち、正規職員と、正規職

員でない、パートとかアルバイト、派遣の人数を教えてください。 

 

中込産業立地推進課長 

  前回、２月補正のときに、パートという分で、本来、我々が増加雇用者数と考

えております常時雇用者というのは、まず雇用保険の一般被保険者であること、

１年以上にわたって企業から給与が支払われること、週の所定内労働時間が３０

時間以上であること、そういうことを条件に、あとは、今はいろいろな働き方が

ある中で、パートあるいはフルパートとか、いろいろな職名があるんですが、ま

ず平山ファインテクノが２４名全部正社員、それから、笛吹が６０名で、正社員

が５７名、フルパートが２名、それからパートが１名、それから、岐阜プラスチ

ック工業が２５名すべて正社員、以上です。 

 

小越委員  それで、補正のときもお伺いしたんですけれども、この産業集積促進助成金の

目的は、産業の促進と雇用創出を図るためだとおっしゃったんですけれども、産

業の活性化ということで、今までたしか１５社２７億円が出たと思うんですけれ

ども、どのぐらい産業が活性化されたとお考えですか。 

 

中込産業立地推進課長 

  この産業集積促進助成金は、一つは山梨県内に立地する製造業の皆さんに助成

することによって、今言ったように、活性化、ことに産業の促進、集積の促進と、

雇用の拡大という意味で、一つは、企業は、山梨にやってきて、まず土地を求め

て、そこで工場等の設備をつくって、そこに働く場所を、ラインも含めて、そう

いう投資する。投資が終わった後、投資条件に応じて、もう一つはそこで雇用す

る。その雇用する人員に応じて、助成金を払うという仕組みです。 

  今まで１５社に支出しており、今回予算で入れているのが４社ですから、これ

まで助成対象となった企業は１９社と言わせていただきますけれども、これの助

成額が約３６億円余になります。投資総額は約３８５億円余です。それから、通

常、産業連関表という統計手法に基づいて経済波及効果を算定するんですけれど

も、約５８０億円の波及効果が見込まれます。また、増加雇用者数は８３５人と

いうように予定しておりまして、最終的にこれを検証するという仕組みはまだこ
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の事業にはありませんけれども、いずれにしても、そういう大きな経済波及効果

を見込んでおります。 

 

小越委員  それで、今回のこの再生プロジェクトに、雇用を「育む」プロジェクトに、こ

の８億円が入っています。３５億円の雇用プロジェクトに対して８億円というの

は４分の１近い金額なんですけれども、なぜこれが雇用を「育む」プロジェクト、

この雇用再生に、この８億円が入るんですか。 

 

中込産業立地推進課長 

  まず冒頭に、お手元にある資料を見ていただきますと、一つは雇用を「守る」、

それから雇用を「創る」、それから我々の産業集積促進助成金というのは、雇用

を「育む」プロジェクトということで、山梨に企業として設置していただいた後、

将来に向けて、産業の育成を通じて、雇用の芽を構成していくという意味で、ま

さに種まきで、種をまいて、一生懸命水をやって、これからさらに大きく、山梨

に新たな根を張っていただこうという仕組みでございまして、その根を大きく張

らせるために産業立地室があると承知をしております。 

 

小越委員  それで、先ほど、８３５人と言いましたけれども、３６億円を投下して８３５

人ですか。今回、８億円を入れて１０９人ですよね。増えたと言いますけれども、

助成金をいただいた会社の中には減らしている会社もあるわけです。派遣切りを

している会社もあるわけです。７億５,０００万円ぐらい出した会社で２００人

ぐらい派遣切りをされていますよね。それは１年ぐらい前に交付金を出したとこ

ろです。こういう状況かもしれませんけれども、少なくとも今回、この８億円が

１０９人で、雇用を「育む」プロジェクトになるかどうか、私は非常に疑問です。

産業活性化と雇用拡大、８億円を雇用拡大のここに入れること自体、私は違うん

じゃないの？と思うんです。 

  やっぱり、午前中の答弁もそうだし、きのうの農政とかもそうですけれども、

別にこの助成金がなくても、山梨県に立地した会社だと思うんですよね。上野原

とか身延のところも。そこのところに２億、１億円。企業に渡すそのお金、雇用

がうんと広がるとは思えない金額だと思うんです。 

  逆に、今回の予算では、雇用に伴うお金を減らしています。県の単独事業を減

らしています。雇用が目玉だと言いながらも、県単独の雇用のお金、県費を減ら

しています。片や、８億円で１０９人というので雇用が生まれるというのは、私

ははなはだ疑問です。雇用対策に対する姿勢がここにあらわれていると思います。

雇用がこの緊急のときに、このような企業にお金をそのまま渡すようなことだけ

をメーンにしたようなこの予算に、私は反対します。 

 

討論       なし 

 

採決       起立採決により、原案のとおり賛成すべきものと決定した。 

 

その他      本日は、企業局関係の審査、及び商工労働部・労働委員会の一部の審査で終了

し、３月９日午前１０時から、商工労働部・労働委員会関係及び観光部関係につ

いて引き続き会議を開くこととして閉会した。 

 

以 上 

 

農政商工観光委員長 木村富貴子 


